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《シートの構成》

検 討 区 分 改革改善の取組み

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　

検 討 区 分

施 設 名 施設数

改革改善の取組み

　
　利用の促進
　事業内容の改善
　経費の縮減
　運営体制の見直し

　
   利用料金制度の導入
　指定管理者制度の導入
　役割の再整理
　機能の縮小
　民営化
　廃止
　機能の統合
　施設の統合

20年4月1日現在
の施設数を記載

左記「検討区分」にもとづき、施設所管局に
おいて検討した改革改善の取組みを記載

左記「検討区分」にもとづき、施設所管局に
おいて検討した改革改善の取組みを記載

Ａ評価：現状どおり管理運営を進めることが適当
Ｂ評価：運営改善の検討
Ｃ評価：施設のあり方の見直しの検討
Ｄ評価：統廃合、民営化の検討

昨年度（平成19年度）実施した事務事業評価結果（平成18年度に実施した
事業及び施設運営に対する、総合評価及び評価コメント）を記載

一覧表（P158～160）において、
施設ごとに付した番号（№）を記載

「何のためにこの施設を設置したのか」を記載 施設の主な対象者を記載
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（ ）

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

外 部 評 価

事 業 内 容設 備 ･ 規 模

取組目標
指標めざす状態

ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制

目標値 目標年度

所管局

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準年度基準値 特記事項

（指定管理者の場合、）
　20年4月1日現在の指定管理者名を記載

取組目標に対し、第3次行財政改革計画（計画期
間：平成19～22年度）の最終年度までの到達
段階及び到達年度を記載

取組目標で掲げた指標の現状を示す
基準値・基準年度（原則：平成19年
度）と、目標値・目標年度（原則：
平成22年度）を記載

改革改善の取組みにより、最終的にめざす状態
と目標年度を記載（実施・着手時期を今後決定
する施設は、「時期未定」とした。）

改革改善の取組みにより、最終的にめざす状態
と成果を示す指標を記載

施設の延床面積、設備・規模
などを記載

施設において、平成19年度に
実施した主要な事業を記載

評価の考え方、具体的な指摘事
項を記載
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事業内容の改
善

　在住外国人の実態・ニーズを適切に把握して、サービス内容の充実に努めます。
　具体的には、在住外国人の在住期間の長期化に伴い、子の教育などの家庭の問題、
就労についてなど各種相談事業へのニーズの高まりに対応できるよう、引き続き相談員
の確保・質の向上、関係機関との連携を行い、相談体制の強化等を行います。

検 討 区 分

施 設 名

　さらなる利用者のニーズ把握に努め、利便性の向上を図ります。
　また、名古屋国際センターの事業活動、施設利用を広くＰＲするため、ホームページの
更新頻度の増や多言語情報の充実を図ります。

施設数

改革改善の取組み

1００１名古屋国際センター

施 設 概 要

設 置 目 的

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

対 象

 地域の歴史、文化、その他の特性を生かした国際交流活動を
行うことにより、市民レベルの相互理解と友好親善を深め、住民
の福祉と文化の向上を図ります。

市民及び来名外国人
等

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
現状どおり管理・運営を進めますが、常に利用者ニーズを踏まえてまいりま
す。
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めざす状態
第３次行財政改革計画期間内の取組状況

基準年度基準値 特記事項

市長室所管局
指定管理者

（財）名古屋国際センター

目標年度

平成22年度

　相談対応総数15%増加

相談対応総数

平成19年度2,595件

①利用率
②アクセス件数

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準年度

　　①60%
　　②200万件

目標年度目標値

平成22年度3,000件

①貸し施設利用率（区分ベース）の
向上
②ホームページへのアクセス件数
10%増加

取組目標
めざす状態 指標 基準値 特記事項

ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制

取組目標

平成19年度
　　①59%
　　②187万件

目標値

指標

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

○館内施設　＜2階＞ボランティア活動室　＜3階＞情報
サービスコーナー（226㎡）、資料室（258㎡）、ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾌﾞ
ﾗﾘｰ（75㎡）、読書室（101㎡）、第一研修室（54席106
㎡）、第二研修室（63席77㎡）　＜4階＞第一展示室（112
㎡）、第二展示室（234㎡）、第三展示室（112㎡）、第三
研修室（51席77㎡）、事務室（332㎡）　＜5階＞第一会議
室（84席182㎡）、第二会議室（16席69㎡）、第三会議室
（16席54㎡）、第四会議室（16席57㎡）、第五会議室（16
席54㎡）、第六会議室（16席69㎡）、和室（78㎡）
○別棟ホール　　床面積（ホール内部）250㎡（収容人員
いすのみ250名　教室形式180名）

１　情報収集提供事業
２　相談事業
３　広報出版事業
４　研修事業
５　国際交流・国際協力事業
６　ボランティア制度の運営
７　民間国際交流活動振興事業
８　外国人市民の暮らしやすいまちづくり事業
９　施設の供用
                                                          等

外 部 評 価

B
　国際化施策の拠点施設としての国際センターの役割を再確認し、さらなる施設利用の促進
を図ってください。
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経費の縮減

　建物清掃、警備など施設の主要な管理業務委託について、長期継続契約制度の適用
や仕様の見直しに取り組み、管理運営経費の縮減を行います。

改革改善の取組み検 討 区 分

利用の促進

検 討 区 分

施 設 名

　市政資料館が所蔵する市史や市史資料等を活用し、郷土史に関する講演会を実施す
るとともに、市民参加型による郷土史研究活動の機会を提供します。

施設数

改革改善の取組み

００３市政資料館 1

施設数 1

　男女平等参画推進の拠点施設としての役割を果たしつつ、施設の有効活用の観点か
ら、平成20年度に開館5周年事業の一部を女性会館で実施するなど、今後機会を捉え
て女性会館の施設の活用を図ります。

改革改善の取組み検 討 区 分

役割の再整理

施 設 名男女平等参画推進センター ００２

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　男女平等及び参画の推進に関する施策を実施するとともに、
市民及び事業者による平等参画の推進に関する取組を支援す
ることです。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
センターの運営については、概ね良好に行われており、男女平等参画の推
進に寄与していると考えます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

歴史的文化遺産の建物を保存・公開するとともに、市民の文化
向上に資するため、公文書等を収集・保存・公開し、併せて、文
化活動の場として提供します。

市政の歴史などに関心
がある人（19年度末ま
での累計入館者数
1,071,617人）

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
公文書館としての公共性を有しますが、効率的な管理の視点から運営改善
に向けた検討が必要です。

検 討 区 分 改革改善の取組み

指定管理者制
度の導入

　検討した結果、「指定管理者制度の導入」には取組まないこととしました。
【理由】
 　「市民利用に係る業務（集会室・展示室の提供など）への指定管理者制度の導入」に
つきましては、対象となる業務範囲・量が非常に限定的で、導入効果が期待できないこと
から、市の直接管理としつつ一層の運営の効率化に努めます。
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（ ）

めざす状態

平成19年度33,707千円
　目標年次までに、平成19年度の
主要施設管理業務委託料執行額
に対して、2％削減（平成18年度比
で１割削減）

委託料金額
　（年額）

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準年度基準値 特記事項

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準年度基準値 特記事項指標

目標年度

平成22年度
①66,000人
②400人

総務局所管局
市直営

目標年度

①入館者数
②市史関連講
演会参加者数

平成19年度
①60,143人
②246人

目標値

目標値

平成22年度33,000千円

取組目標

　目標年次までに、平成19年度の
入館者数に対して、１割増加

取組目標

市直営＋指定管理者

達成

ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
到達段階 到達年度 特記事項

所管局 総務局
（特）参画プラネット

目標年度

平成20年度

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

めざす状態
　女性会館の施設の活用

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積/3,090.58㎡
<貸室>　　　 セミナールーム　6室、多目的ルーム　1室
                （88㎡）
<一般開放> 交流ラウンジ、生活アトリエ、印刷工房、
                総合受付(情報コーナー）
<その他>　　相談室、託児室、ICT室、事務室、
                管理運営室、駐車場（14台）

・定期講座　25講座（参加延べ 2,685人）
・女性のための総合相談　（3,209人）
・講演会等啓発事業  43事業（参加 4,005人）
・情報提供事業（ホームページ運営、情報誌発行）

外 部 評 価

C
施設の有効利用の観点から090「女性会館（教育委員会）」の施設を活用してください。なお、
女性会館のホール及びライブラリーの相互利用を図ってください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

国有財産（文化庁）、国の重要文化財
※概ね、5年毎の更新で、現在の使用許可期間は
   平成22年度まで
延床面積　6,719.9㎡
構造等　地上3階一部塔屋付
公文書等の閲覧室　3室、常設展示室　12室
集会室　5室、一般展示室　5室

重要文化財の公開等　入館者 60,143人
　うち、公文書等閲覧室利用者 4,363人
新規公開資料数　公文書 1,190簿冊、
行政資料 2,297冊、市史資料 479冊
文化活動の場の提供（利用率）
        集会室 53.4％、一般展示室 42.7％

外 部 評 価

C
公文書館と市民利用施設との機能の整理を行い、市民利用に係る業務への指定管理者制
度の導入の検討を早急に進めて下さい。また、経費の縮減に努めてください。

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

―

　現行制度の下での運営改善

―
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検 討 区 分 改革改善の取組み

利用料金制度
の導入

　平成22年度に利用料金制度を導入します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名 ００５

検 討 区 分 改革改善の取組み

1

利用の促進

　次期指定管理期間より利用料金制度を導入することにより、一層の利用促進を図りま
す。

公会堂

利用料金制度
の導入

　平成22年度に利用料金制度を導入します。

施設数

利用の促進

　次期指定管理期間より利用料金制度を導入することにより、一層の利用促進を図りま
す。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名名古屋能楽堂 ００４ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

能楽その他の伝統芸術の振興を図るとともに、文化活動及び観
光の推進に寄与するために設置したものです。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
稼働率の向上が必要と考えています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

市民文化の向上及び住民福祉の増進を図るために設置したも
のです。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
必要性があり、効率的・効果的な運営をしていますが、さらに稼働率を向上
すべき施設です。
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（ ）

（ ）

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　利用料金制度の導入
平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

85.0％ 平成22年度

　目標年次までに大ホールの稼働
率85％

大ホールの稼
働率

取組目標

ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制

平成19年度

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 特記事項基準値 基準年度

　利用料金制度の導入
平成22年度

目標年度

70.0％ 平成22年度

（財）名古屋市文化振興事業団
指定管理者

達成

達成

84.1％

目標値 目標年度

基準年度 特記事項
　目標年次までに舞台の稼働率
70％

舞台の稼働率

68.6％ 平成19年度

目標値

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市文化振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

所管局 市民経済局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積5,199.82㎡
舞台間口6.165ｍ×6.165ｍ
客席数630席(車椅子ｽﾍﾟｰｽ5席含)
展示室230㎡､研修会議室 定員120名
けい古室(本舞台と同規模)
駐車台数20台

・定例公演、中学生芸術鑑賞会、親子能楽教室な
どを開催
・利用件数合計 283件
 （利用種別）
能・狂言公演203件、講演会など21件、日本舞踊26
件、民謡・詩吟2件、結婚式2件、その他29件

外 部 評 価

B
利用促進のための方策を検討するとともに、利用料金制度の導入でさらに運営改善を図れ
るよう準備を進めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積 11,939㎡
大ﾎｰﾙ 1,986席 車椅子ｽﾍﾟｰｽ8席分
4階ﾎｰﾙ 定員780名 移動椅子式 舞台付
第1～7集会室　第３集会室 定員18名、第７集会室 定員
150名、他は定員30名
和室 定員30名、特別室 定員20名、駐車場20台

利用件数合計646件（大ﾎｰﾙ及び4階ﾎｰﾙの合計）
（利用種別）
音楽60件、舞踊45件、演劇23件、映画64件、講演
会99件、大会･式典113件、その他242件（学会・研
究会など）

外 部 評 価

Ｂ
利用料金制度の導入でさらに運営改善を図れるよう準備を進めてください。
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施 設 名芸術創造センター ００７ 施設数 1

利用の促進

　指定管理者の管理運営について、評価・指導していくことにより、一層の利用促進を図
ります。

検 討 区 分

施 設 名

検 討 区 分 改革改善の取組み

改革改善の取組み

利用の促進

　指定管理者の管理運営について、評価・指導していくことにより、一層の利用促進を図
ります。

市民会館 ００６ 施設数 1

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

芸術文化の振興及び市民福祉の向上を図るために設置したも
のです。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
必要性があり、効率的・効果的な運営をしていますが、さらに稼働率を向上
すべき施設です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

芸術文化の創造及び芸術文化活動の交流の場を市民に提供
するとともに、芸術文化に関する情報資料の供用等を行うことに
より、芸術文化の振興に寄与するために設置したものです。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
必要性があり、効率的・効果的な運営をしていますが、さらに稼働率を向上
すべき施設です。
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管理運営体制 指定管理者

特記事項
　目標年次までにリハーサル室及
び練習室の平均稼働率90％ リハーサル室

及び練習室の
平均稼働率

83.7％ 平成19年度

目標値

90.0％ 平成22年度

87.0％ 平成22年度

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準値 基準年度

所管局 市民経済局
（財）名古屋市文化振興事業団

目標年度

目標年度

取組目標
めざす状態 指標

ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　目標年次までに大・中ホールの平
均稼働率87％

大・中ホールの
平均稼働率

81.6％ 平成19年度

目標値

市民経済局
（財）名古屋市文化振興事業団

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

指定管理者
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　28,245㎡
大ﾎｰﾙ2,291席 車椅子ｽﾍﾟｰｽ5席分
中ﾎｰﾙ1,146席 車椅子ｽﾍﾟｰｽ3席分
ﾘﾊｰｻﾙ室2室 第1 158㎡　第2 125㎡
会議室３室 第1 189㎡ 第2 63㎡ 特別 63㎡
駐車場28台

利用件数合計509件（大ﾎｰﾙ及び中ﾎｰﾙの合計）
（利用種別）
音楽195件､舞踊103件､演劇52件､寄席・演芸7件､
講演会42件､大会･式典51件､その他59件（学会・研
究会など）

外 部 評 価

Ｂ
施設が有効に活用されるよう利用促進のための方策を検討してください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積5,976.63㎡
ﾎｰﾙ客席数640席　車椅子ｽﾍﾟｰｽ6席分
ﾘﾊｰｻﾙ室310㎡､練習室２室 各86㎡
大会議室 定員36名､中会議室 定員16名､小会議
室２室 定員12名･10名

ホール利用件数合計319件
（利用種別）
音楽93件､歌劇5件､舞踊82件､演劇26件､映画70
件､講演会9件､その他34件（寄席・演芸など）

外 部 評 価

Ｂ
効果的・効率的な運営に努めてください。
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機能の縮小

　検討した結果、「機能の縮小」には取組まないこととしました。
【理由】
　文化小劇場はこれまで地域の文化活動拠点として、順次各区に整備する計画により設
置してまいりました。残る2館(瑞穂･昭和)についても、区民の利便性や利用状況に配慮
しながら整備を進めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用料金制度
の導入

　平成22年度に利用料金制度を導入します。

利用の促進

　指定管理者の管理運営について、評価・指導していくことにより、一層の利用促進を図
ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名文化小劇場 ００９ 施設数 13

利用の促進

　次期指定管理期間より利用料金制度を導入することにより、一層の利用促進を図りま
す。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名青少年文化センター ００８ 施設数 1

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

芸術文化の創造及び芸術文化活動の交流の場を市民に提供
することにより、青少年の芸術文化の振興に寄与するために設
置したものです。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
必要性があり、効率的・効果的な運営をしていますが、さらに稼働率を向上
すべき施設です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

市民の身近な文化活動の場を提供することにより、市民文化の
振興に寄与することを目的としています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

文化振興の地域の拠点として、本市文化振興施策において重要な役割を
担っています。利用料金制並びに指定管理者制度により、管理運営経費の
削減が図られる一方、活発に事業が行われ、稼働率も目標値を達成するな
ど、効率的・効果的な管理運営を行っています。
今後はさらに稼働率を向上させていく必要がある施設です。
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文化小劇場の全区整備(中区除く)
　瑞穂文化小劇場
　昭和文化小劇場

平成23年度
未定

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　利用料金制度の導入
平成22年度 達成

平成22年度80.0％

(瑞穂)整備
(昭和)整備の
　　　　検討

平成22年度

　目標年次までにホールの平均稼
働率80％

ホールの平均
稼働率

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市文化振興事業団

78.9％ 平成19年度

基準年度 特記事項

目標値 目標年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者

89.3％ 平成19年度

所管局

目標値 目標年度

90.0％ 平成22年度

　目標年次までにホールの稼働率
90％

ホールの稼働
率

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市文化振興事業団
管理運営体制 指定管理者

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積10,809.32㎡
ﾎｰﾙ客席数724席 車椅子ｽﾍﾟｰｽ4席分
ﾘﾊｰｻﾙ室236㎡、研修室5室、練習室3室、ﾋﾞﾃﾞｵﾙｰ
ﾑ27㎡、編集室 15㎡、ｽﾀｼﾞｵ2室、音楽練習室3室、
駐車場 440台（ﾅﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸ共用、有料、市持分85
台）

ﾎｰﾙ利用件数合計301件
（利用種別）
音楽114件、舞踊69件、演劇44件、映画26件、講演
会17件、大会･式典8件、その他23件（寄席・演芸な
ど）

外 部 評 価

Ｂ
利用料金制度の導入でさらに運営改善を図れるよう準備を進めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

ホール（各1）　251席～446席
練習室（各1）　28㎡～72㎡
駐車場　　　　 15台～103台

地域文化振興事業　199件
利用件数　　3,790件

外 部 評 価

Ｃ

練習室の稼働率は高く、必要性も高いと思われますが、文化小劇場が備えている中規模な
ホールは市内に多数設置され、また、それらの利用状況も交通の利便性に大きく影響を受け
ているようです。利便性や利用状況などに配慮した施設のあり方を検討してください。
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利用料金制度
の導入

　平成20年度に市民ギャラリー矢田に、平成22年度に市民ギャラリー栄に利用料金制度
を導入します。

利用料金制度
の導入

　平成22年度に利用料金制度を導入します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　次期指定管理期間より利用料金制度を導入することにより、一層の利用促進を図りま
す。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名演劇練習館 ０１１ 施設数

検 討 区 分 改革改善の取組み

1

利用の促進
（矢田）

　次期指定管理期間より利用料金制度を導入することにより、一層の利用促進を図りま
す。

検 討 区 分 改革改善の取組み

2施 設 名市民ギャラリー栄・矢田 ０１０ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

美術作品等の発表の場を提供することにより、市民文化の振興
に寄与することを目的としています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ａ(栄)
Ｂ(矢田)

臨時工事など特殊要素を除けば効率的な管理運営がされています。市民
ギャラリー栄がほぼ100％の稼働率を維持しているのに対し、市民ギャラリー
矢田は60％台にとどまっているため、稼働率の向上が必要です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

演劇その他の舞台芸術の練習の場を市民に提供することによ
り、芸術文化の振興に寄与するために設置したものです。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
必要性があり、効率的・効果的な運営をしていますが、さらに稼働率を向上
すべき施設です。
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特記事項
　利用料金制度の導入

平成20年度
平成22年度

達成

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度

到達年度 特記事項
　利用料金制度の導入

平成22年度 達成

目標年度

80.0％ 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに単位稼働率（全
室の平均）80％

単位稼働率

79.0％ 平成19年度

目標値

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市文化振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

75.1％ 平成19年度

所管局

到達段階

平成22年度

管理運営体制 指定管理者

到達年度

基準年度 特記事項
　目標年次までに稼働率75％

稼働率 目標値 目標年度

75.0％

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市文化振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

所管局
管理運営体制 指定管理者

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

市民ギャラリー栄　　　展示室 11室
市民ギャラリー矢田　 展示室  7室
　　　　　　　　　　　　　 駐車場　103台

利用件数　　686件

外 部 評 価

Ａ(栄)
Ｂ(矢田)

市民ギャラリー矢田については、施設が有効に活用されるよう利用促進のための方策を検討
してください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　2,996㎡
ﾘﾊｰｻﾙ室 定員150名、大練習室5室 定員30名、小
練習室3室 定員20名、和室 定員20名、研修室 定
員20名、野外劇場 92㎡ 無料（公園使用料2千円必
要）　駐車場 20台

利用件数合計　7,790件
（利用種別）
演劇3,460件、舞踊2,818件、音楽1,254件、その他
258件

外 部 評 価

Ｂ
利用料金制度の導入でさらに運営改善を図れるよう準備を進めてください。
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廃止
　築後45年が経過し、施設の耐震性に問題があることから、平成20年度に施設利用者等
関係者との調整を行い、廃止を視野に入れ、検討を行います。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名短歌会館 ０１３ 施設数

利用料金制度
の導入

　平成22年度に利用料金制度を導入します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　次期指定管理期間より利用料金制度を導入することにより、一層の利用促進を図りま
す。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名音楽プラザ ０１２ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

音楽その他の舞台芸術の練習の場を市民に提供することによ
り、芸術文化の振興に寄与するために設置したものです。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
必要性があり、効率的・効果的な運営をしていますが、さらに稼働率を向上
すべき施設です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

市民文化の向上を図るために設置をしたものです。 市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ

施設の老朽化に合わせ、あり方を検討する必要があります。
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到達年度 特記事項
　廃止

平成22年度 達成
寄贈建物

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市文化振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

管理運営体制 指定管理者
所管局

到達年度 特記事項
　利用料金制度の導入

平成22年度 達成

目標年度

95.0％ 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに単位稼働率（合
奏場、大・中リハーサル室の平均）
95％ 単位稼働率

93.1％ 平成19年度

目標値

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市文化振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積 6,499.77㎡
合奏場 495㎡見学室44席､大ﾘﾊｰｻﾙ室 230㎡､中ﾘ
ﾊｰｻﾙ室 148㎡､第1控室 57㎡､第2控室 49㎡､音楽
ｻﾛﾝ45㎡ 40席､駐車場69台（有料､立体68台､他に
身障者用1台）

利用件数合計　2,856件
（利用種別）
音楽2,620件、舞踊133件、その他103件

外 部 評 価

Ｂ
利用料金制度の導入でさらに運営改善を図れるよう準備を進めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　617.71㎡
1階集会室 定員10名 12畳、2階集会室 定員18名、
3階集会室 定員60名、和室 定員30名 32畳 舞台
付、展示室 70㎡、ピクチャーレール付

利用件数合計　2,835件
（利用種別）
短歌・俳句371件、美術248件、音楽701件、舞踊
283件、芸能540件、演劇73件、その他619件

外 部 評 価

Ｄ

貸室機能に特化した施設ですが、市域内に代替施設は多数ありますので、施設の老朽化に
併せて廃止を検討してください。
なお、歌人から寄附を受けた建物であることから、建物に保存価値があるということであれ
ば、市民団体等による保存、活用方策など、今後のあり方を検討してください。
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役割の再整理

　各局が実施する出張講座などでコミュニティセンターが活用されるよう、関係局及び指
定管理者に働きかけ、地域課題解決の学習･実践の場として、利活用の範囲拡大を図り
ます。
・各局の出張講座などの調査･把握とメニュー作成及び各館への周知
・柔軟な受け入れ体制などの条件整備
・地域福祉事業との連携による有効活用の推進

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　各コミュニティセンター指定管理者に対し、より適切な施設運営と積極的な広報を指導
します。また、広く市民に利用されるよう、市ウェブサイトや広報紙を利用して利用案内の
広報に努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

203施 設 名 コミュニティセンター ０１５ 施設数

役割の再整理
　平成20年度に文化財登録の申請手続きを行います。そして、公の施設である登録文化
財として指定管理者制度を活用して保存活用を図っていきます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　次期指定管理期間より利用料金制度を導入することにより、一層の利用促進を図りま
す。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名東山荘 ０１４ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

市民の茶道、花道等の伝統的芸術の振興を図るために設置し
たものです。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

必要性の高い施設ですが、さらに稼働率の向上が必要です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

心の豊かさとふれあいのある地域社会の形成をめざし、地域の
コミュニティ活動を促進します。

学区住民。一般利用も
可能。

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

地域活動の拠点として一層のコミュニティ活動の促進をはかる必要がありま
す。
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（ ）

（ ）

到達年度 特記事項
　他施設との連携

平成21年度 達成

目標年度

13,912人 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに平成19年度の利
用者数に対し10%増加

1館あたり利用
者数

12,647人 平成19年度

目標値

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 学区の公共的団体

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

到達年度 特記事項
　登録文化財として保存活用

平成22年度 達成
寄贈建物

目標年度

55.0％ 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに単位稼働率（全
室の平均）55％

単位稼働率

55.3％ 平成19年度

目標値

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市文化振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　524.33㎡
[茶室]東丘庵６畳 水屋付、仰西庵 4.5畳 待合・水
屋付
[和室]第１和室12畳、10畳の控室と2間続き・水屋
付、第2和室8畳 小間・水屋付、第3和室8畳
[洋室]第1洋室 定員7名、第2洋室 定員10名
駐車場10台

利用件数合計 1,336件
（利用種別）
茶道579件、花道・香道63件、短歌・俳句29件、書
15件、親睦会・同窓会17件、読書会・学習会54件、
その他579件

外 部 評 価

Ｃ

貸室機能に特化した施設ですが、施設の老朽化に併せて、施設のあり方の見直し等を検討
してください。なお、寄附を受けた建物であることから、建物の保存価値も検証した上で、市
民団体等による保存、活用方策など、今後のあり方を検討してください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

１館あたり
　延床面積概ね300㎡
　原則として鉄筋コンクリート造２階建て
　会議室、和室、湯沸し室、事務室等。

地域のコミュニティ活動の拠点として多目的な利用
に供するため、指定管理者である地元の公共的団
体が管理運営しています。

外 部 評 価

Ｃ

現在の利用状況を見ると、さらに利活用を図る必要があると思われます。全学区への整備が
進んでいることからも、地域密着型のサービス展開が必要な047「地域児童館（子ども青少年
局）」などの地域福祉事業との連携を図るなどにより、さらに有効活用が図られるように努めて
ください。
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利用の促進

　特に午前の利用率が低いため、シニア世代の市民活動団体に向けて個別・重点的に
セールス活動を行います。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名なごやボランティア・ＮＰＯセンター ０１７ 施設数

指定管理者制
度の導入

　平成21年度　指定管理者公募
　平成22年度　指定管理者制度導入

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　市ウェブサイトへの施設PRコンテンツ掲載や区内の各種会議での施設PRなど、多様な
機会や手法を用いて積極的な施設の利用PRをし、地域ニーズの掘り起こしと利用促進
を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

5施 設 名地区会館 ０１６ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

市民利用施設の利用が不便な支所管内において、学習、集
会、体育、レクリエーション等、地域住民の多目的な自主活動の
利用に供するとともに、本市の実施する福祉、教育、文化等に
関する事業のために活用する施設として設置しています。

支所管内の住民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C
多目的な利用に対応できる活動の拠点施設として果たしている役割は依然
として大きく、一層の利用促進策や管理運営体制の検討などが必要と考え
ています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

市民の自主的な参加による自発的で、営利を目的としない公益
性を有する活動を促進することを目的としています。

市民（特にボランティ
ア・ＮＰＯ活動に関心の
ある市民や、同活動に
ついて知りたい市民）

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ａ
必要性が高い施設であり、効率的･効果的な管理運営をしています。
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（ ）

（ ）

平成22年度77.6％

　目標年次までに稼働率77.6％

集会施設稼働
率

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （特）ワーカーズコープ

69.9％ 平成19年度

基準年度 特記事項

目標値 目標年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

到達年度 特記事項
　指定管理者制度の導入

平成22年度 達成

目標年度

54.3％ 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに平成19年度の専
用利用施設の平均稼働率の10％
割増加

専用利用施設
の平均稼働率

49.3％ 平成19年度

目標値

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

床面積：970㎡～1230㎡
専用利用施設（有料）：集会室（２室）、和室、茶室、
実習室、体育室
自由利用施設（無料）：談話室、クラブ室、児童室、
図書室
駐車場（専用駐車場）：24台～27台

施設管理、施設貸出
休館日：毎週月曜日、祝日、年末年始　　開館時
間：10:00～21:00

外 部 評 価

C
地域ニーズにかなった施設運営への改善と、より効率的な管理体制のあり方について検討し
てください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　312．56㎡
会議室　1室（定員12人）、集会室　1室（定員36
人）、
フリースペース、閲覧コーナー、作業スペース等

相談・情報提供　2,552件実施
主催講座・イベント　50回開催（参加者9,076人）

外 部 評 価

B
効果的・効率的な運営に努めてください。
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利用料金制度
の導入

　平成22年度に利用料金制度を導入します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　指定管理者に対して一層の取り組み強化を要請するとともに、設備の機能強化や更新
を進め、稼働率の向上に努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名中小企業振興会館 ０１９ 施設数

利用料金制度
の導入

現在、第１展示館の整備を進めており、その状況を見つつ、利用料金制度を導入してま
いります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　指定管理者に対して一層の取り組み強化を要請するとともに、設備の機能強化や更新
を進め、稼働率の向上に努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名国際展示場 ０１８ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

産業・貿易の振興及び国際交流促進の拠点として名古屋を含
めた中部経済圏の発展を図ることを目的として設置しています。

中小企業者（展示会、
見本市）、市民（展示
会、見本市、イベント
等）

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
必要性が高い施設であり、収支比率も向上していますが、さらに稼働率を向
上すべき施設です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

中小企業の各種相談窓口機関の集中と集会・研修会場・展示
場を併設することで、ワンストップ支援窓口として利便性を向上さ
せ、中小企業の振興を図ることを目的に設置しています。

中小企業者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
必要性が高い施設であり、高い収支比率を維持していますが、さらに稼働率
を向上すべき施設です。
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到達年度 特記事項
　利用料金制度の導入

平成22年度 達成

目標年度

77.6％ 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　展示施設の稼働率77.6％

稼働率

67.9％ 平成19年度

目標値

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋都市産業振興公社

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

到達年度 特記事項
　利用料金制度の導入

平成25年度 ―

目標年度

―

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　収支状況や施設の整備状況を勘
案した、最善の稼働率達成

稼働率

45.4％ 平成19年度

目標値

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋都市産業振興公社

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

所管局
管理運営体制 指定管理者

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

＜展示施設＞
第1展示場：13,870㎡　第2展示場：6,576㎡　第3展
示場：13,500㎡
＜集会施設等＞
ホール、会議ホール、会議室７室、レストラン、サー
ビスセンター、多目的室、控室、駐車場

＜貸室施設＞
　展示施設　延べ 477日（19年度）
  集会施設　延べ 809日（19年度）

外 部 評 価

B
周辺地域の集客力の向上に配慮しつつ、効率的な運営に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

＜展示施設＞
吹上ﾎｰﾙ：5,327㎡ 第１ﾌｧｯｼｮﾝ展示場：1,838㎡
第2ﾌｧｯｼｮﾝ展示場：915㎡
＜集会施設＞
メインホール、展望ホール、会議室10室
＜その他施設＞
事務室、レストラン、駐車場

＜貸室施設＞
　展示施設　延べ   713日(19年度)
　集会施設　延べ 2,618日(19年度)

外 部 評 価

Ｂ
利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工夫を発揮できるような条件整備
に努めてください。
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利用料金制度
の導入

　平成22年度に利用料金制度を導入します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　指定管理者の取り組む利用者サービス向上策について、一層の取り組み強化を要請
するとともに、設備の機能強化や更新を進め、稼働率の向上に努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名名古屋国際会議場 ０２１ 施設数 1

廃止

　地域に支持されている市場については、地域との交流事業や環境・高齢者に配慮した
店舗づくりなど、地域密着型市場づくりを支援し、市民ニーズを失った市場については、
随時廃止します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

11施 設 名公設市場 ０２０ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

生鮮食料品を中心とした生活必需品の供給と市民の消費生活
の安定向上を図ることに加え、身近な商業施設として特に高齢
者など移動手段を持たない地域住民の生活を支え、地域に密
着してまちの活性化に貢献します。

地域住民（特に移動手
段を持たない住民）

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ

公設市場は、少子高齢化が進む地域社会において、特に高齢者など移動
手段を持たない地域住民にとって身近な商業施設として重要であり、また、
小売市場のモデルとしての機能も果たしています。これまでも、環境の変化
によって市民のニーズが低くなった市場につきましては廃止してきました。今
後も個々の公設市場によって、市営住宅との合築や併設という施設構造の
違い、施設の老朽化の度合い、市民ニーズの状況などによって、施設のあり
方を検討することが引き続き必要と考えています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

国際交流の推進と産業、学術及び文化の向上に寄与することを
目的としています。

国際会議・国内会議・
展示会・コンサートなど
の主催者及び参加者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
必要性が高い施設であり収支比率も向上していますが、さらに稼働率を向
上する必要があります。
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（ ）

（ ）

達成
　利用料金制度の導入

平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

75.0％ 平成19年度

目標値 目標年度

―

　収支状況や市の大規模コンベン
ション誘致方針を勘案した、最善の
稼働率達成 稼働率

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋観光コンベンションビューロー

達成

管理運営体制 指定管理者

　地域に支持されている市場の支
援、市民ニーズを失った市場の廃
止

随時

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制 市直営
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積（11市場）　567.90㎡～2,347.53㎡
店舗面積（11市場）　162㎡～936㎡
市営住宅との合築　7市場
市営住宅に併設　　4市場

地域住民に生鮮食料品を始めとする日用必需品を
供給するため、指定販売人に業務と施設の使用を
許可して運営しています。

外 部 評 価

Ｄ

事業の必要性が低下していることから、これまで通り、施設の廃止を計画的に進めてくださ
い。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積72,165㎡
規模
１号館 地上７階地下２階　２号館 地上３階
３号館 地上３階地下１階　４号館 地上３階地下１階
駐車場　乗用車638台、ﾊﾞｽ12台
ｾﾝﾁｭﾘｰﾎｰﾙ3,012席 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ1,920㎡
白鳥ﾎｰﾙ1,250㎡ 展示室(2室)455㎡ 会議室25室

利用件数合計　2,230件
（利用種別）
国際会議16件、学会57件、集会・講演1,110件、見
本市・展示会79件、ｺﾝｻｰﾄ・興行74件、会議251件、
その他643件（試験・面接会場・ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰなど）

外 部 評 価

Ｂ
利用促進のための方策を検討するとともに、利用料金制度を活用するなど、指定管理者が
充分に創意工夫を発揮できるような条件整備に努めてください。
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経費の縮減

　効率的で環境にやさしい施設の運営に努め、光熱水費の縮減を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名中央卸売市場南部市場 ０２３ 施設数 1

経費の縮減

　老朽化した空調設備の改修に際してコージェネレーション方式を導入し、また下水道
に接続することにより、光熱費及び市場内における汚水処理に係るコストを削減します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名中央卸売市場本場・北部市場 ０２２ 施設数 2

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図ることによ
り、市民生活の安定を実現します。

出荷者、卸・仲卸業
者、関連事業者及び売
買参加者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

消費者に対する生鮮食料品の安定的な供給のため、中央卸売市場の公共
性や有効性は高いものと考えます。国は、卸売市場法を改正して、取引規
制緩和、卸売市場再編、品質管理重視などにより市場の保持・活性化を図
ることとしています。特に、大都市圏にある本市中央卸売市場の使命は重
く、その管理・運営を開設者である本市が責任を持ってすすめていく必要が
あります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図ることによ
り、市民生活の安定を実現します。

出荷者、卸売業者、関
連事業者及び売買参
加者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
市民生活の安定のため、必要な施設ですが、さらに取扱量を増加すべき施
設です。
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平成22年度563円/頭

　目標年次までに1頭当たりの光熱
水費5％減

光熱水費

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名

593円/頭 平成20年度

基準年度 特記事項

目標値 目標年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営

252,812千円 平成19年度

所管局

目標値 目標年度

244,668千円 平成21年度

　光熱費及び汚水処理コストの削
減

光熱費及び汚
水処理コスト

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制 市直営

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

(本場)
敷地面積172,032.8㎡
　卸売場36,759㎡　仲卸売場22,459㎡　冷蔵庫
33,082㎡　事務所37,682㎡
(北部市場)
敷地面積126,880㎡
　卸売場32,337㎡　仲卸売場22,031㎡　冷蔵庫
8,885㎡　事務所23,230㎡

卸売場など市場施設を設置管理し､卸･仲卸業者の
集･分荷業務に供します｡
市場施設の使用指定･許可を行い､使用料等を徴
収します｡
仲卸業者の業務許可並びに市場内の取引始め業
務の指導､監督を行います｡
取扱品目：青果・水産物

外 部 評 価

Ｂ

経費の縮減に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

＊と畜場を含む
敷地面積60,721㎡
 卸売場613㎡　部分肉加工施設5,636㎡　冷蔵庫
3,365㎡　事務所1,910㎡　関連事業者売場68㎡
買荷保管積込所812㎡

卸売場など市場施設を設置管理し、卸業者の集
荷・分荷業務に供します。
市場施設の使用指定・許可を行い、使用料等を徴
収します。
市場内の取引始め業務の指導及び監督を行いま
す。
取扱品目：食肉（牛肉、豚肉等）

外 部 評 価

Ｂ
経費の縮減に努めてください。
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廃止

　地域と協働した自然保護・有効活用の新たな方策や施設の廃止等について、市民
ニーズや地元の意向等も踏まえつつ、検討を進めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名名古屋市民御岳休暇村 ０２４ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

自然と親しむレクリエーション活動の場を市民に提供することに
より、市民の健康の増進をはかり、市民福祉の向上に寄与しま
す。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ
宿泊施設の運営については、見直しの検討を進める必要があります。
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　地域との協働により豊かな自然を
活かす事業展開 平成22年度以

降

到達年度 特記事項

自然の有効活
用策の策定、
施設の廃止等

平成21年度

市民経済局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市民休暇村管理公社

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

所管局
管理運営体制 指定管理者

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

昭和44年度長野県王滝村の原野681,731㎡を取
得。
○ｾﾝﾄﾗﾙ･ﾛｯｼﾞ(地上3階)：延床面積6,600㎡　宿泊
室(58室・198人)、会議室(3室)、鳥獣展示館、天文
館、体験館
○ｷｬﾝﾌﾟ場：ﾃﾝﾄ(25張×8人＝200人)、ｷｬﾋﾞﾝ(10棟
×10人＋1棟×30人＝130人)、ﾌｧﾐﾘｰｷｬﾋﾞﾝ(10棟
×6人＝60人)、温泉施設

市民の森づくり事業：3回426人、自然文化体験事
業：40回1,432人、小・中学生の体験型野外活動事
業：36回7,884人、親子などを対象にした自然体験
事業：27回1,208人、山岳自然体験事業：45回1,321
人、滞在型ﾘﾌﾚｯｼｭﾌﾟﾗﾝ：56回1,968人、体験館の
運営：5,576人、温泉施設：7,745人、一般貸切旅客
自動車運送事業：227件4,541人

外 部 評 価

Ｄ
施設の必要性が低下しつつあることから、売却・廃止の検討を始めてください。
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指定管理者制
度の導入

　利用者に十分な説明を行ったうえで、指定管理者制度を導入します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

０２６

検 討 区 分

民営化
（黒石荘）

施設数 2

　利用者に十分な説明を行ったうえで、社会福祉法人による管理運営へ移行します。

養護老人ホーム(寿荘・寿楽荘）施 設 名

改革改善の取組み

施 設 名

　厚生院は、特別養護老人ホーム、保護施設、病院が併設している市内で唯一の施設
であることから、当面直営を継続しますが、運営経費の節約に努めるとともに、入所率の
向上に努め収入増を図ることにより収支状況を改善します。
入所率向上策：
　①入所判定委員会開催回数の増
　②入所手続きの手続き期間の短縮
　③的確な空床の見込み

施設数

改革改善の取組み

2

経費の縮減
（厚生院）

検 討 区 分

０２５特別養護老人ホーム（厚生院・黒石荘）

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

介護保険制度の下、契約もしくはやむを得ない事由による措置
に基づく入所者に施設サービスを利用していただくことで、自立
した日常生活を支援します。

介護保険法の規定に
基づく要介護認定で要
介護1から5に認定され
た方で、家庭での介護
が困難な方

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

D
(黒石荘)
Ｂ
(厚生院)

今後の高齢者人口の増加を考えると、特別養護老人ホームの必要性は
益々高まるものと考えられることから、事業の継続が必要と考えます。
しかし社会福祉法人により同様のサービスが提供されている現状を踏まえる
と、公立公営の施設として継続させていく意義は薄れているといえます。
そこで黒石荘については社会福祉法人への移行を考えていきます。一方厚
生院については、施設としての特殊性を考慮する必要があることから、当分
公立公営を継続しながら業務の改善を図っていきます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受
けることが困難な高齢者に入所していただき、健康で明るい生
活を送れるようにします。

環境上の理由及び経
済的理由により、居宅
において養護を受ける
ことが困難な高齢者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ

環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困
難な高齢者を対象に、健全な環境のもとで社会福祉事業に関する熱意及び
能力を有する職員による適切な処遇を行い、健康で明るい生活を送ることを
目的に設置されたことや、今後の高齢者人口の増加を考えると、養護老人
ホームの必要性は益々高まるものと考えます。
しかし、社会福祉法人により同様のサービスが提供されている現状を考える
と、公立公営の施設として継続させていく意義は薄れているといえます。そこ
で、今後は指定管理者制度の導入を考えていきます。
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　指定管理者制度の導入

時期未定

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

めざす状態 目標年度
　社会福祉法人による管理運営

時期未定

所管局 健康福祉局

ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標

　入所率について、目標年度まで
に97.0%へ向上

入所率

指標めざす状態

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
到達段階 到達年度 特記事項

　移行時期等
の決定

市直営

平成22年度
までに

　導入時期等
の決定

平成22年度
までに

取組目標

平成22年度

92.5% 平成19年度

目標年度目標値

97.0%

健康福祉局所管局
市直営

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準値 基準年度 特記事項

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

(黒石荘)
延床面積2,747.42㎡ 定員66名　（居室、食堂等）
(厚生院)
延床面積7,726.41㎡ 定員300名　（居室、食堂等）

①入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上
の世話
②機能訓練
③趣味講座等の実施
④健康管理　　等

外 部 評 価

D
(黒石荘)
Ｂ
(厚生院)

　特別養護老人ホームは、高齢者人口の増加から、今後益々必要性が増していく施設です
が、社会福祉法人による施設が大半を占めており、市の施設とこれら法人の施設のサービス
に違いはなく、公立公営である必要性は薄れてきています。民間活用の観点から、社会福祉
法人立への移行を図ってください。
　なお、厚生院については、保護施設及び病院と併設しているという特徴をもった複合施設
で、市内では唯一のものであり、セーフティネットとしての位置づけが強いことから、行政が直
接担うべき施設であると考えますが、さらに経費の縮減に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

(寿荘)
延床面積8,782.07㎡ 定員250名　（居室、食堂等）
(寿楽荘)
延床面積4,180.60㎡ 定員120名　（居室、食堂等）

①居室での生活の援助
②食事・入浴の提供
③日用品の貸与または支給
④趣味講座、クラブ活動の実施
⑤健康管理　　　等

外 部 評 価

Ｃ

　養護老人ホームは、市域内に、社会福祉法人による施設があり、市の施設とこれら法人の
施設のサービスに違いはありません。民間活用の観点から、指定管理者制度の導入を図っ
てください。
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検 討 区 分 改革改善の取組み

役割の再整理

　生涯学習センターを活用した事業展開や、施設間の広報活動の連携などにより、より
多くの市民にサービスを提供できるようにするとともに、他施設との講師等の情報交換を
進め、サービスの質の向上を目指します。
　コミュニティセンターでの地域行事などに福祉会館で活動するグループをボランティア
として派遣するなどの連携を図ります。

　平成20年度　関係局による施設間連携の調整・検討
　平成21年度　施設間連携の推進

16施 設 名福祉会館 ０２８ 施設数

軽費老人ホーム
（清風荘・安田荘・緑寿荘・きよすみ荘）

０２７

検 討 区 分

指定管理者制
度の導入

改革改善の取組み

(清風荘・安田荘)
　平成20年度　改修（安田荘）、公募、引継ぎ
　平成21年度　指定管理者制度の導入
(きよすみ荘)
　平成21年度　改修、公募、引継ぎ
　平成22年度　指定管理者制度の導入
(緑寿荘)
　平成21～22年度　改修
　平成22年度　公募、引継ぎ
　平成23年度　指定管理者制度の導入

施設数 4施 設 名

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

家庭環境、住宅事情等の理由により居宅で生活することが困難
な高齢者に、低額な料金で住居等を確保し、健康で明るい生活
を送れるようにします。

家庭環境、住宅事情等
の理由により居宅生活
することが困難な高齢
者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ

今後の高齢者人口の増加や所得格差が広がる格差社会を考えると、軽費
老人ホームの必要性は益々高まってきているため、事業の継続が必要で
す。
しかし、社会福祉法人により同様のサービスが提供されている現状を踏まえ
ると、公立公営の施設として継続させていく意義は薄れているといえます。
そこで、今後は指定管理者制度の導入を考えていきます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

各種相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上、レクリ
エーション活動の場の提供等の便宜を図ります。

市内に在住の60歳以
上の高齢者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

本施設は、各種相談事業や、教養講座の実施、レクリエーションの場の提供
等の便宜を図ることで、地域の高齢者の健康増進や生きがい活動の支援を
行っている施設であり、高齢者の福祉向上に資する施設と考えております。
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（ ）

達成

　他施設との連携

平成21年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

管理運営体制 指定管理者
所管局

ｶｯｺ内は指定管理者名 （福）名古屋市社会福祉協議会始め7団体

健康福祉局
管理運営体制

ｶｯｺ内は指定管理者名

　指定管理者制度の導入

平成21年度
平成22年度
平成23年度

到達段階
取組目標

めざす状態 目標年度 到達年度

平成22年度

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
特記事項

　3施設におい
て指定管理者
制度の導入

　1施設におい
て公募・引継ぎ

健康福祉局

市直営
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

(清風荘)
延床面積5,917.22㎡ 定員160名　（居室、食堂等）
(安田荘)
延床面積3,496.38㎡ 定員100名　（居室、食堂等）
(緑寿荘)
延床面積3,372.42㎡ 定員100名　（居室、食堂等）
 (きよすみ荘)
延床面積4,291.47㎡ 定員130名　（居室、食堂等）

①生活上の相談に対する指導・援助
②食事、入浴の提供
③趣味講座、クラブ活動等の実施
④健康上の相談に対する援助、指導　　等

外 部 評 価

Ｃ

軽費老人ホームは、類似のサービスを提供する社会福祉法人立のケアハウスが市域に多数
存在している施設です。民間活用の観点から、指定管理者制度の導入を図ってください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　600～700㎡
談話室、浴室、囲碁・将棋室、相談室、会議室（1～
2室）、集会室（1～3室）、わくわくクラブ室

①相談事業　　　　　　　②趣味・教養講座
③機能回復訓練　　　　④レクリエーション
⑤入浴事業
⑥福祉会館わくわく通所事業（H18～）

外 部 評 価

Ｃ

015「コミュニティセンター（市民経済局）」、088「生涯学習センター（教育委員会）」など他施
設を活用して事業を展開するなど、より効果的なサービスへの転換が必要です。施設の活用
方法についても併せて検討してください。
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役割の再整理
　利用者のニーズや利用実態を把握するとともに、近隣にある民間施設の状況を分析
し、建物の老朽化の状況も見極めながら、施設のあり方を明らかにします。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　サービス改善及び宣伝広告等により、リピーターの確保、新規利用者の拡大に努め、
利用者数の一層の増加を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名休養温泉ホーム松ケ島 ０３０ 施設数

役割の再整理
　利用者や地域のニーズを把握し、現行機能の検証を行う中で今後の施設のあり
方を明らかにします。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名老人いこいの家 ０２９ 施設数

検 討 区 分 改革改善の取組み

経費の縮減

　指定管理者の次期指定期間（平成22年度～）に向けて、指定管理者による運営状況
や運営効率化へ向けた取組みを検証し、利用者一人あたりの経費の縮減を図ります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

レクリエーション活動の場の提供等の便宜を図ります。 市内在住の60歳以上
の高齢者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
設置目的を十分に果たしており、施設の必要性は高いと考えています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

低廉な料金で利用できる保健休養施設を運営することにより、
利用者の休養と心身の健康の増進を図ります。

高齢者　障害者　ひとり
親家庭等

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
今後、さらなる経費削減やサービス向上が見込まれます。
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到達年度 特記事項
　施設のあり方の決定

平成22年度 達成

目標年度

91.2% 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　宿泊利用率について、目標年度
までに91.2%へ向上

宿泊利用率

83.6% 平成19年度

目標値

健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （株）トヨタエンタプライズ

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

到達年度 特記事項
　施設のあり方の決定

平成22年度 達成
寄贈用地

健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （特）ワーカーズコープ

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

管理運営体制 指定管理者
所管局

   6,300円 平成19年度

目標値 目標年度

   5,800円 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　次期指定期間における利用者一
人あたりの指定管理料（定額分）を
現在の指定管理料より縮減

利用者一人あ
たり指定管理
料（定額分）

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　149.49㎡
和室2室、洋室1室、浴室1室、休憩談話室1室

①各種催し
②語らいの場の提供
③囲碁・将棋を楽しむ人たちへの場の提供
④入浴事業

外 部 評 価

Ｃ
地域住民の利用にとどまり、広域性がない施設です。寄付を受けた施設ではありますが、他
の社会福祉事業への転用も含め、施設のあり方を検討してください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

RC造2階建一部平屋建4,126.79㎡
居室：24室（2人部屋8室、4人部屋16室）
大宴会場：1室（120畳）
温泉　　泉温：57.7度 泉質：ナトリウム-塩化物、炭酸
水素塩温泉

〈宿泊〉利用料(1泊2食付)：高齢者等6,000円、
小学生5,600円、一般6,300円
〈休憩〉利用料：700円
休業日：水曜日、年末年始

外 部 評 価

Ｃ
利用者１人あたりにかかるコストが高額であることから、費用効率の低い事業展開となってい
ます。近隣には、民間設置の宿泊・休憩施設もあることから、施設のあり方を検討してくださ
い。
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利用の促進

　利用者や発注者へのアンケート調査を元に、毎年度講座内容の検証・改善を行い、技
能講習修了者の就業率を高めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名名古屋市高齢者就業支援センター ０３２ 施設数 1

事業内容の改
善

　次期指定期間における指定管理者の募集に際し、地域活動の推進役となる人材の育
成をさらに進めるためのカリキュラムの充実や、入学しにくいという現状の改善策につい
て提案を求めていきます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名高年大学鯱城学園 ０３１ 施設数

検 討 区 分 改革改善の取組み

経費の縮減

　指定管理者の次期指定期間（平成22年度～）に向けて、経費の分析を行い、経費の縮
減を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

経費の縮減

　指定管理者の次期指定期間（平成21年度～）に向けて、管理運営状況を精査・検証
し、技能講習実施を外部委託から、講習修了者同士で設立したＮＰＯ法人へ講師を依
頼して実施することなどにより、経費の縮減を図ります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

高齢者の生きがいを高め、地域活動の推進的役割を果たせる
人材を育成します。

市内在住の健康で学
習意欲のある60歳以上
の高齢者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
設置目的を十分に果たしており、施設の必要性は高いと考えています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

高齢者の意欲と能力に応じた多様な就業の機会が確保されるよ
う支援し、高齢期のより豊かな生活の実現に寄与するため、設
置します。

市内在住の高齢者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

目的に沿った運営を行っており、必要性は高いと考えられます。
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80.6% 平成19年度

目標値 目標年度

83.0% 平成22年度

　技能講習修了者の就業率につい
て、目標年度までに83.0%へ向上

就業率

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （社）名古屋市シルバー人材センター

目標年度

90.0% 平成22年度

管理運営体制 指定管理者

基準年度 特記事項
　利用者満足度について、目標年
度までに90.0%へ向上

利用者満足度

74.1% 平成19年度

目標値

健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （福）名古屋市社会福祉協議会

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　次期指定期間における指定管理
料を現在の指定管理料より縮減

指定管理料

119,875千円 平成19年度

目標値 目標年度

119,187千円 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

　次期指定期間における指定管理
料を現在の指定管理料より縮減 指定管理料

（周期営繕を除
く。）

90,961千円 平成21年度

基準年度 特記事項

92,463千円 平成19年度

目標値 目標年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　　6,236.25㎡
鯱城ﾎｰﾙ 定員780名、会議室1室、講義室6室、実
習室3室、自主活動室1室

【定員（１学年）】（修業年限２年）
生活学科90人 園芸学科45人 文化学科90人 陶芸
学科40人 地域学科45人 環境学科45人 健康学科
45人 国際学科45人 美術学科45人 福祉学科45人
 計535人

外 部 評 価

Ｂ
より有効な事業展開になるよう事業内容を再検討してください。
また、利用者１人あたりにかかるコストが高額であることから、経費の縮減に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　3,345.96㎡
大会議室 定員180人（いすのみ240人)、第1研修室
定員40人(分割利用可(各20人))、第2研修室 定員
32人、実習室(作業実習室･調理実習室･OA研修
室)、名古屋市高年齢者職業相談室

①就業相談8,131人、②情報提供29,166人、③技能
講習357回 8,079人、④自主事業支援182回 3,160
人、⑤交流啓発194回 6,372人、⑥貸室 (有料)114
回 3,082人 (無料)184回 6,171人
※人数は利用延べ人数

外 部 評 価

B

人口が増加する中で、高齢者の生きがいづくり、就労支援はますます重要になってくるものと
思われますが、費用効率の低い施設であることから、施設の魅力づくりに努め、利用の促進
を図るとともに、さらに経費の縮減に努めてください。
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民営化
　利用者に十分な説明を行ったうえで、社会福祉法人による管理運営へ移行します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名
知的障害者通所授産施設
（若杉作業所・鳩岡作業所・昭和橋作業所）

０３４ 施設数 3

利用の促進

　早期に社会復帰ができるように患者、利用者に必要なリハビリテーション訓練が提供で
きるよう、入院患者週休日リハビリテーション訓練の実施や外来患者月平均２回訓練の
提供などの実施体制を整備します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名総合リハビリテーションセンター ０３３ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

リハビリテーションセンターは、身体障害者の相談から医療、指
導訓練を経て、社会復帰に至るまでの一貫したリハビリテーショ
ンサービスを提供し、スポーツセンターは、高齢者や障害者のス
ポーツ活動の場を提供することを目的とします。

身体障害者等、介護保
険対象者、高次脳機能
障害者、高齢者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
公共性の高い施設です。指定管理制度の中で積極的な経営改善を図る必
要があります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

施設に通所し、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を得て自
活できるようにします。

１８歳以上の雇用される
ことが困難な知的障害
者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

D

・高い利用率で推移してきましたが、18年度については低下しています。
・また、平成18年度には、障害者自立支援法が施行され、施設は平成23年度末ま
でに新体系へ移行する必要があります。
・新体系においては施設の機能に着目してサービス体系が再編され、利用者の地
域生活を支援する事業を複数選択、実施することが可能となり、施設は利用者ニー
ズに応じた柔軟な対応、事業展開が求められることとなりました。
・こうした状況の中、勤務体系や職員配置などの制約の大きい公立施設では柔軟
な対応が難しい面があり、また同種民間施設が市内に数多く運営されており、代替
性も十分にあることから、民立民営施設への移行を検討します。
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　導入時期等
の決定

平成22年度
までに

　社会福祉法人による管理運営
時期未定

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

所管局 健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名

目標年度
①93.0％
②95.0％
③90.0％

平成22年度

管理運営体制 市直営

基準年度 特記事項
　目標年度までに、
①病床稼働率　93.0%
②障害者支援施設入所利用率
95.0%
③通所リハビリ利用率 90.0％
　へ向上

①病床稼働率
②障害者支援
施設入所利用
率
③通所リハビリ
利用率

①91.9％
②83.8％
③87.6％

平成19年度

目標値

健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （福）名古屋市総合リハビリテーション事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

リハビリテーションセンター棟　11,576㎡
総合相談室、附属病院（80床）、障害者支援施設
（入所50人）、補装具製作施設
福祉スポーツセンター棟　1,997㎡
多目的ホール、トレーニングルーム、体育館、会議
室(定員30人）等

①医療部門、②介護保険部門（通所・訪問リハビリテー
ション、居宅介護支援）、③自立支援部門（自立訓練、
就労移行支援、施設入所支援）、④施設の一般利用、
⑤シルバーフィットネス事業、⑥高齢者スポーツ事業、
⑦障害者に対するスポーツ指導、⑧健康相談、⑨高齢
者・障害者の運動療法による指導・訓練

外 部 評 価

B
効果的・効率的な運営に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

(若杉作業所)
 総延床面積797.58㎡  作業室5室　 食堂等

(昭和橋作業所)
 総延床面積340.8㎡　作業室1室等

(鳩岡作業所)
 総延床面積492.57㎡作業室2室等

①作業指導
　作業能力の向上を図り、作業意欲を引き出すとともに、
自主的な作業態度の養成に努め、可能性のある者に対
しては、積極的に見学実習等の機会を設け、就職指導
に配慮します。
【授産科目】
・若杉作業所(定員40名）・・・ｺﾞﾐ袋ﾊﾟｯｸ詰め、七宝焼き、
革工芸、紙箱加工、箸入れ、釘袋詰め
・昭和橋作業所(定員20名）・・紙箱加工、小麦粉ねん
ど、ﾊﾝｶﾞｰ作成、ｺﾞﾐ袋ﾊﾟｯｸ詰め、マット織り
・鳩岡作業所(定員30名）・・・七宝焼き、紙箱加工、ﾊﾝ
ｶﾞｰ再成、釘袋詰め、ゴミ袋パック詰め
②生活指導
　個々の特性や能力に応じて社会的自立や安定した施
設内生活を目標に、日課や行事を通して、自立心及び
協調性の育成を図ります。

外 部 評 価

D

授産施設は必需的な施設ですが、より柔軟な対応が可能な社会福祉法人が運営する民間
施設が数多く参入している分野であり、公立公営である必要性は薄れてきています。民間活
用の観点から、民立民営施設への移行を図ってください。

－199－



機能の縮小

更生施設
　平成20～21年度末　現利用者の地域移行の推進・受入先の確保
  平成21年度末　廃止

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名身体障害者更生・授産施設（緑風荘） ０３６ 施設数 1

民営化

　利用者に十分な説明を行ったうえで、社会福祉法人による管理運営へ移行します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名知的障害者更生施設（希望荘） ０３５ 施設数 1

民営化
通所授産施設
　利用者に十分な説明を行ったうえで、社会福祉法人による管理運営へ移行します。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

１．更生施設・・施設に入所して、その更生に必要な治療及び訓
練を受け、障害克服，自立，社会復帰を図ります。
２．授産施設・・施設に通所して、必要な訓練を受けながら職業
を得て自活を目指します。

１ 更生施設……18歳
以上の肢体不自由者
の身体障害者
２ 通所授産施設
……18歳以上の身体
障害者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｄ

更生施設は事業廃止を、通所施設は民立民営施設への移行を検討しま
す。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

施設入所させ、地域生活への移行を念頭において、保護及び
その更生を支援し、自立した日常生活の実現を図ります。

１８歳以上の知的障害
者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｄ

民立民営施設への移行を検討します。早急な改築が必要です。
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達成

　更生施設機能の廃止

平成21年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

所管局 健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名

　移行時期等
の決定

平成22年度
までに

管理運営体制 市直営

　社会福祉法人による管理運営

時期未定

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

所管局 健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制 市直営

　移行時期等
の決定

平成22年度
までに

　授産施設機能の社会福祉法人に
よる管理運営 時期未定

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

本館(身体障害者更生施設居室(4人部屋6室、6人
部屋1室)、食堂、事務室等)   1552.88㎡
職業訓練室(身体障害者通所授産施設作業室、職
業訓練室、作業療法室等)　　876.84㎡

①更生施設(定員30名[男子専用])：リハビリを中心とした
更生に必要な訓練(機能訓練・社会適応訓練・職業訓
練)を行います。
・機能訓練…理学療法、作業療法、言語療法(週20限)
・社会適応訓練…社会生活に必要な能力の向上(週20
限)
・職業訓練…就職に必要な技能の習得(週20限)
   (軽作業科・文章科・ﾊﾟｿｺﾝ科・簿記計算科)
②通所授産施設(定員20名)：作業指導を中心とした支
援を行います。
・授産科目…くまでとモップの組み立て、自動車部品の
下請・点検納品、ハエタタキ梱包

外 部 評 価

Ｄ

更生施設機能は、他施設において充分な受け入れ体制が確保できるようであれば、廃止の
検討を進めてください。
また、授産施設機能については、事業の継続は必要ですが、より柔軟な対応が可能な社会
福祉法人が運営する民間施設が数多く参入している分野であり、公立公営である必要性は
薄れてきています。民間活用の観点から、民立民営施設への移行を図ってください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

管理棟　451.8㎡
男子生活棟　613.8㎡(4人部屋12室、2人部屋3室)
女子生活棟　452.38㎡(4人部屋7室、3人部屋1室、
2人部屋2室)
第1作業棟　220.00㎡
第2作業棟　212.22㎡

①90人(内短期入所枠2名）の入所者に対する生活全般
に渡る基本的生活習慣を習得させるための補助、介助、
支援、指導
②その他のサービス内容
・作業、運動、余暇活動にかかる指導
・栄養バランスの取れた食事の提供
・医療機関への受診、施設内検診及び診察、治療等の
健康管理
・地域生活移行のための、施設内自立訓練、施設外実
習、就労訓練
　(グループホーム等の地域生活の場を確保するため、
民間事業者との連携を図ります)

外 部 評 価

Ｄ

更生施設は必需的な施設ですが、より柔軟な対応が可能な社会福祉法人が運営する民間
施設が数多く参入している分野であり、公立公営である必要性は薄れてきています。民間活
用の観点から、民立民営施設への移行を図ってください。

－201－



事業内容の改
善

　施設の老朽化に伴う修繕等を適時適切に実施します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名宿所提供施設（熱田荘） ０３８ 施設数 1

指定管理者制
度の導入

　平成20年度　改修、公募、引継ぎ
　平成21年度　指定管理者制度の導入

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名障害者スポーツセンター ０３７ 施設数 1

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

障害者に関する各種相談に応ずるとともに、スポーツ、レクリエー
ション等を通じて障害者の健康の増進を図り、もって障害者の福
祉の向上に寄与することを目的とします。

身体障害者・知的障害
者・精神障害者・一般

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ

管理運営のあり方について指定管理者制度を踏まえ引き続き検討していき
ます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

生活保護法に基づく宿所提供施設として、住居のない要保護者
の世帯に対して、宿所（一時的に住む所）を提供し、自立更生さ
せることを目的としています。

原則として、住居の定
まらない母子、立退き
等により住居のない家
族で保護を必要とする
複数世帯

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
指定管理者による管理運営に移行し、妥当な運営主体により適切に運営さ
れています。
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（ ）

（ ）

現状 平成19年度

目標値 目標年度
施設機能の
維持・向上

平成22年度

　目標年度までに、施設機能の維
持・向上

施設機能の維
持・向上

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （福）芳龍福祉会

達成

管理運営体制 指定管理者

　指定管理者制度の導入
平成21年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

所管局 健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制 市直営

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積：6,781.20㎡　延床面積：4,480.53㎡　鉄
筋ｺﾝｸﾘ－ﾄ造、地下１階・地上２階塔屋付
体育室、温水ﾌﾟｰﾙ(25m×6ｺｰｽ）、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室（定
員20名）、卓球室（卓球台4台）、STT室（卓球台3
台）、料理実習室（調理台4台）、和室(10畳、8畳各1
室)、会議室(定員60名)、ボランティアルーム兼集会
室(定員54名)

①スポーツに関する相談（医事相談を含む）・指導
②スポーツ教室の開催
③スポーツ大会・競技会・イベントの開催
④スポーツ指導員・ボランティアの養成
⑤スポーツセンターの管理・運営

外 部 評 価

Ｃ

スポーツ指導においては、既に民間委託を行っていることから、施設管理部門、スポーツ指
導部門を一体的に運営することができる指定管理者制度の導入を進め、より効率的で質の
高いサービス提供に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

宿所提供施設：定員２７世帯１２０人
延べ床面積：1,850.82㎡
居室棟：２７室
ポンプ室・自転車置場
事務室

宿所提供施設（保護施設）
・平成19年度末現在入所者数：22世帯29人
・平成19年度年間入所者数：97世帯163人
・平成19年度年間退所者数：97世帯166人
・退所者の進路：居宅保護129人、就労自立5人、入
院7人、他施設2人、自己・無断退所12人、その他11
人

外 部 評 価

A
現状どおり管理・運営を進めることが適当な施設です。
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利用の促進

　保護の実施機関（社会福祉事務所）や他施設等との連携をより密にして、対象者を柔
軟に受け入れるとともに、無断退寮等を減らして入所者が施設に一定期間定着して諸課
題を解決することで再びホームレスに戻ることがないよう援助できるように努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名更生施設（笹島寮） ０４０ 施設数 1

事業内容の改
善

　生活困窮者などの最低限の生活を保障する最後の受け皿としての機能を発揮するた
め、入所者の日常生活上最低限必要な段差解消等の整備（バリアフリー化）を実施して
入所者の施設環境を改善します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名救護・更生施設（植田寮） ０３９ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

（救護施設）生活保護法に基づく救護施設として、身体上又は
精神上の著しい障害により日常生活を営むのに支障のある方を
入所させ、生活の援助を行うことを目的としています。
（更生施設）生活保護法に基づく更生施設として、身体上又は
精神上の障害により日常生活を営むのに支障のある方を入所さ
せ、生活指導や就労支援を通じて、自立更生させることを目的と
しています。

（救護施設）身体上又
は精神上の著しい障害
により日常生活を営む
のに支障のある方
（更生施設）身体上又
は精神上の障害により
日常生活を営むのに
支障のある方（65歳以
上又は65歳未満で療
養の必要があり、かつ、
就労自立の可能性が
低い要保護者、笹島寮
の対象にならない方）

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
処遇困難な対象者を数多く受け入れる施設として、引き続き市直営を継続
することが妥当です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

生活保護法に基づく更生施設として、身体上又は精神上の障
害により日常生活を営むのに支障のある方を入所させ、生活指
導や就労支援を通じて、自立更生させることを目的としていま
す。

身体上又は精神上の
障害により日常生活を
営むのに支障のある方
（更生施設対象者のう
ち、原則として６５歳未
満で、入所中において
も就労自立の可能性の
高い方）

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
指定管理者による管理運営に移行し、妥当な運営主体により適切に運営さ
れています。
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（ ）

（ ）

65.6% 平成19年度

目標値 目標年度

80.0% 平成22年度

　入所率について、目標年度まで
に80.0％へ向上

入所率

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （福）芳龍福祉会

目標年度
施設機能
の向上

平成22年度

管理運営体制 指定管理者

基準年度 特記事項
　目標年度までに、施設機能の向
上

施設機能の向
上

現状 平成19年度

目標値

健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

救護施設：定員126人（19年度～）
更生施設：定員112人（19年度～）
延べ床面積：6,139.6㎡
救護施設棟：居室、静養室、集会室、浴室、洗面
所、便所、医務室等
更生施設棟：居室、静養室、集会室、浴室、洗面
所、便所
管理棟：事務室、宿直室、医務室、面接室、便所、
作業室、洗濯場
救護食堂棟：食堂、調理室
更生食堂棟：食堂、調理室
機能回復訓練棟

①救護施設（保護施設）
・平成19年度末現在入所者数：100人
・平成19年度年間入所者数：17人
・平成19年度年間退所者数：29人
・退所者の進路：入院11人、他施設入所13人、その
他5人

②更生施設（保護施設）
・平成19年度末現在入所者数：96人
・平成19年度年間入所者数：201人
・平成19年度年間退所者数：196人
・退所者の進路：就労30人、居宅保護34人、入院28
人、他施設55人、自己・無断退所42人、その他7人

外 部 評 価

B
効果的・効率的な運営に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

更生施設：定員６０人
延べ床面積：3,024.47㎡
本館（居室棟）：居室、静養室、集会室、浴室、洗面
所、便所、医務室、作業室、事務室、宿直室、面接
室、洗濯場
浴室・厨房棟：食堂、調理室

更生施設（保護施設）
・平成19年度末現在入所者数：45人
・平成19年度年間入所者数：95人
・平成19年度年間退所者数：87人
・退所者の進路：就労40人、居宅保護1人、他施設8
人、入院6人、自己・無断退所26人、その他6人

外 部 評 価

B
効果的・効率的な運営に努めてください。
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利用の促進

　ボランティアセンター利用者に対して、新たにアンケート調査を実施し、利用者のニー
ズに合わせた利用しやすい環境の整備・運営に努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名名古屋市総合社会福祉会館 ０４２ 施設数 1

利用の促進

　 生活困窮者などの最低限の生活を保障する最後の受け皿として、院内他施設との連
携及び施設設備面の整備により入所者環境の改善を行い、附属病院（医療保護施設）
の利用促進を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名医療保護・救護施設（厚生院） ０４１ 施設数

検 討 区 分 改革改善の取組み

事業内容の改
善

　情報誌やメールマガジン、ＨＰ等を活用することで、福祉ボランティア活動について、広
く市民に広報・啓発するよう努めます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

（医療保護施設）生活保護法に基づく医療保護施設として、医
療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的
とする施設です。
（救護施設）生活保護法に基づく救護施設として、身体上又は
精神上の著しい障害により日常生活を営むのに支障のある方を
入所させ、生活の援助を行うことを目的としています。

（医療保護施設）入院
による治療を必要とす
る要保護者
（救護施設）身体上又
は精神上の著しい障害
により日常生活を営む
のに支障のある方（医
療的処置が必要な入
所者や重度の身体障
害を持つ入所者が多
いのが特徴）

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
処遇困難な対象者を数多く受け入れる施設として、引き続き市直営を継続
することが妥当です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

社会福祉活動の振興及び市民福祉の向上を図ります。 市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
設置目的である社会福祉活動の振興に役立っており、施設の必要性は高い
と考えています。
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（ ）

（ ）

85,904人 平成19年度

目標値 目標年度

100,000人 平成22年度

　会館利用者数について、目標年
度までに100,000人へ向上

会館利用者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （福）名古屋市社会福祉協議会

目標年度

90.0% 平成22年度

管理運営体制 指定管理者

基準年度 特記事項
　病床利用率について、目標年度
までに90.0％へ向上

病床利用率

85.5% 平成19年度

目標値

健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　　ボランティアセンターのボラン
ティア登録者数について、目標年
度までに80,000人へ向上

ボランティア登
録者数

71,923人 平成19年度

目標値 目標年度

80,000人 平成22年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

医療保護施設：定員２０４人（一般病床１４０床、
療養型６４床）
救護施設：定員８０人
延べ床面積：21,110.38㎡（特養ホーム含む）

①医療保護施設（保護施設）
・平成19年度末現在利用者数：164人
・平成19年度年間延利用者数：63,853人

②救護施設（保護施設）
・平成19年度末現在入所者数：75人
・平成19年度年間入所者数：8人
・平成19度年間退所者数：8人
・退所者の進路：入院4人、死亡1人、他施設入所2
人、その他1人

外 部 評 価

B
効果的・効率的な運営に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積　4052.70㎡
【一括使用許可施設】福祉のひろば、相談室、ボラ
ンティアセンター、福祉図書室、トレーニングルーム
【その他会議室（指定管理業務）】大会議室 150名
中会議室 40名　小会議室 20名等

①会館実施事業：ボランティアセンター事業（ボラ登
録者 71,923名）、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ（発達援助教室、お
もちゃ図書館等 計524回 計15,227名参加）他
②指定管理業務：貸室事業（福祉目的利用無料）

外 部 評 価

B
効果的・効率的な運営に努めてください。
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経費の縮減

　未徴収金を解消するため、以下の項目を強化し、実施します。
①戸籍照会を行い、使用者を把握
②未納者に対し督促状、催告書を速やかに送付
③平日時間外や土日に督促の電話
④長期滞納者に対し、戸別訪問を実施

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名八事霊園 ０４４ 施設数 1

1施 設 名中央看護専門学校 ０４３ 施設数

検 討 区 分 改革改善の取組み

事業内容の改
善

　看護師の質の向上を図るとともに、市全体の看護師確保のため、以下の取組みを行い
ます。
①中央看護専門学校の学生に市域への就職を希望していただけるよう、市立病院を始
めとする市域の医療機関と協力し、各医療機関で行う実習内容の充実等に取り組みま
す。
②市域における看護師の再就職を促進するため、潜在看護力活用講習会等の研修を
充実します。
③市域における看護師の早期離職を防止するため、新人看護師を対象とした研修を新
たに実施します。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

看護師・助産師になろうとする方に必要な基礎的知識、技術、
態度と豊かな人間性を養い、もって保健医療活動・母子保健医
療の向上に貢献しうる人材を育成すること並びに市全体の看護
師確保を目的にしています。

看護師・助産師になろ
うとする方

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
今後も時代の看護ニーズに合った質の高い看護師が輩出されるよう引き続
き努力してまいります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

墓地又は納骨堂を必要としている(現に遺骨がある)市民に、低
廉で良質な墓地又は納骨堂を提供します。

墓地又は納骨堂を必
要としている(現に遺骨
がある)市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
永続的に、低廉に、宗教を問わず提供し、効率的に運営しています。
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（ ）

（ ）

98.4% 平成19年度

目標値 目標年度

100% 平成22年度

　墓地管理料徴収率について、目
標年度までに100%へ向上

墓地管理料徴
収率

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制 市直営

健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制 市直営
所管局

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　目標年度までに、
①中央看護専門学校の全就職者
のうち、市域への就職割合　80.0%
②研修への参加者数　150人
③研修への参加者数　100人
　へ向上

①市域への就
職割合
②③研修への
参加者数

①　　64.5%
②　 　70人
③　　 ―人

平成19年度

目標値 目標年度

①　  80.0%
② 　150人
③   100人

平成22年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

校舎  鉄筋コンクリート  地下１階  地上８階
建築延床面積 ９８０２．９０㎡
教室 １８室、実習室６室    等

看護第一学科、看護第二学科、助産学科の３つの
養成コースにおいて看護師及び助産師の養成を
行っています。市全体の現任及び潜在看護師を対
象に看護師研修会を行っています。

外 部 評 価

Ｂ
市立病院の看護師不足等の状況に配慮し、引き続き市全体の看護師確保に努めてくださ
い。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

墓地　　　墓域面積　 271,875.00㎡
　　　　　　区画数　 約28,000区画
　　　　　　使用者数　約21,000人
納骨堂　 長期納骨壇(10年)  800基
　　　　　　短期納骨壇(1年)   500体

①墓地の経営管理
　　使用許可・納骨・承継・返還事務
　　霊園内の維持管理(清掃・墓参道の整備等)
　　管理料の徴収事務     返還墓地の公募事務
②納骨堂の経営管理

外 部 評 価

B
未徴収金の解消に努めてください。
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経費の縮減

　未徴収金を解消するため、以下の項目を強化し、実施します。
①戸籍照会を行い、使用者を把握
②未納者に対し督促状、催告書を速やかに送付
③平日時間外や土日に督促の電話
④長期滞納者に対し、戸別訪問を実施

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名愛宕霊園 ０４５ 施設数

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

 墓地を必要としている(現に遺骨がある)市民に、低廉で良質な
墓地を提供します。

墓地を必要としている
(現に遺骨がある)市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

永続的に、低廉に、宗教を問わず提供し、効率的に運営しています。
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（ ）

100% 平成22年度

基準年度 特記事項

99.3% 平成19年度

目標値 目標年度

　墓地管理料徴収率について、目
標年度までに100%へ向上

墓地管理料徴
収率

健康福祉局
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

墓地      墓域面積　 4,473.00㎡
             区画数　   1,108区画
             使用者数　約1,100人

墓地の経営管理
　　使用許可・納骨・承継・返還事務
    霊園内の維持管理(清掃・墓参道の整備等)
　　管理料の徴収事務    返還墓地の公募事務

外 部 評 価

B

未徴収金の解消に努めてください。
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施 設 名 施設数 123０４６市立保育園

検 討 区 分

 役割の再整理
（一部民営化・
統廃合）

施設数 16

　公立保育所全体について、施設状況・設置状況・機能などを勘案して整備計画を策
定・公表します。また、個々の保育所について、公立保育所として存続するための建替え
や、民営化・統廃合等の改善策を検討し実施します。

20年度 　　公立保育所の整備等計画（仮称）の策定
21年度～　公立保育所の整備等計画（仮称）の着手
　
　　【参考】　22年度　　千種台保育園・山田保育園の民営化
　　　　　　　 23年度　　苗代保育園の民営化

地域児童館施 設 名

改革改善の取組み

０４７

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

役割の再整理

現在、コミュニティセンターを活用した子育て支援事業等を一部の児童館で実施してい
ますが、今後は、区全域でこのような取組みを進めていきます。また、他施設との連携に
よる、子育て支援のための講座の開催などについては、生涯学習センターでの出張講
座や、互いの施設を活用した広報活動の展開など連携して実施することにより、より多く
の市民にサービスを提供できるようにするとともに、講師や講座企画手法等の情報交換
を進めることにより、サービスの質の向上を目ざします。

平成20年度　　関係局による施設間連携の調整・検討
平成21年度　　施設間連携の推進

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　保護者が働いていたり、病気の状態にあるなど、家庭において
十分に保育することができない児童を、保護者にかわって保育
することを目的とする施設です。なお、通所する児童の心身の健
全な発達を図る役割もあります。

保育に欠ける乳児及び
幼児

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C

　公立保育所全体のあり方の見直し及び方向性について検討します。

　児童及びその保護者を対象に、遊びを通して子どもたちの健
やかな成長を図り、その健康を増進し、情操を豊かにすることを
目的とするとともに、子育て支援事業の地域拠点としての機能も
併せ持っています。

乳幼児、児童及びその
保護者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
(11館)
C
(4館)

　子育て支援事業を積極的に進めることにより、乳幼児連れの親子の利用が
増加していますが、より効率的な運営を行うとともに、各区毎に設置され地域
の児童に密着した同施設の機能をより効果的に活用するため、１６年度より
施設の管理運営を指定管理者制度に移行したところです。今後、より効率的
で、地域のニーズに対応した柔軟な運営を行うことができるよう、平成２０年
度からの新たな指定管理者の選定に向けた検討を進めます。
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（ ）

（ ）

子ども青少年局所管局
市直営

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
到達段階 到達年度 特記事項

達成

ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

めざす状態

所管局 子ども青少年局
（福）名古屋市社会福祉協議会始め6団体

指定管理者

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
到達段階

目標年度
・公立保育所の整備等計画の策定
・個別保育所の建替え、民営化・統
廃合等の改善策を検討・実施

平成20年度以降

取組目標
めざす状態 目標年度

設 備 ･ 規 模

到達年度 特記事項

達成

　他施設との連携

平成21年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

乳児室（児童1人につき1．65㎡）又はほふく室（児童１人
につき3．3㎡）、保育室（幼児1人につき1．98㎡）、遊戯
室（幼児1人につき1．98㎡）、屋外遊技場（幼児1人につ
き3．3㎡）、医務室、調理室、便所

　保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児及び
幼児を保育します。

外 部 評 価

C

 市域内に、民間事業者による保育園が多数設置されてきていることから、市立保育園のこれ
までの役割も変化してきているといえます。
  少子化や共働き家庭の増加などの社会潮流を踏まえ、子育て施策のあり方、市立保育園
の役割を再整理するとともに、公・民のバランスに配慮しながら民営化を進めてください。

事 業 内 容

用地：約700㎡～約4,600㎡
（福祉会館等との合築は福祉会館分を含む）
延床面積：約550㎡～650㎡

児童及びその保護者を対象に、遊びを通して子ど
もたちの健やかな成長を図り、その健康を増進し、
情操を豊かにすることを目的としています。
1　自由な遊びができる遊び場の提供
2　四季折々の季節行事、伝承遊びなどの行事
3　社会性・協調性を育んだり、体力の増進を図るク
ラブ
4　留守家庭児童クラブ
5　ボランティアの育成・援助
6　子育てサークルへの活動場所の提供

外 部 評 価

C

　015「コミュニティセンター（市民経済局）」、088「生涯学習センター（教育委員会）」など他施
設を活用して事業を展開するなど、より効果的なサービスへの転換が必要です。施設の活用
方法についても併せて検討してください。
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施 設 名中央児童館 ０４８ 施設数

　児童福祉センターの移転改築に合わせて、平成21年度末に廃止します。
　中央児童館が行っていた業務のうち、児童館職員研修等の業務をとだがわこどもランド
へ、なごや子育て情報プラザの機能を子ども子育て支援センターへと移管するなど、機
能移管を進めています。
　なお、平成22年度の児童福祉センターの移転までは、子どもたちの遊び場や居場所と
して、また子育て支援の拠点の一つとしての機能を果たします。

検 討 区 分

機能の統合

改革改善の取組み

1

施 設 名 とだがわこどもランド ０４９ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

経費の縮減

　ネーミングライツや広告料など収入増の方策について検討するとともに、平成２２年度
から始まる新たな指定管理者の下で経費縮減の具体的な取組みを進めます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　児童及びその保護者を対象に、遊びを通して子どもたちの健
やかな成長を図り、その健康を増進し、情操を豊かにすることを
目的としています。

児童及びその保護者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

D

　身近な地域における子どもたちの遊び場や居場所としての機能のほか、各
区の地域児童館の中核施設としての役割や子育て支援の拠点としての機能
を担ってきましたが、平成２２年度に児童福祉センター移転改築が予定され
ていることから、これらの機能は他施設へ移管し、施設としては廃止する方
向で検討しています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　児童及びその保護者を対象に、遊びを通して子どもたちの健
やかな成長を図り、その健康を増進し、情操を豊かにすることを
目的としています。

児童及びその保護者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A

　市街地の開発が進み、子どもたちにとって身近な自然環境が減少していく
中、水・緑・土といった自然環境の中での遊びや館内での創造的な遊びの
提供は、児童の健全育成を図るうえで、大変有意義です。

－214－

（ ）

（ ）

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
特記事項到達年度

達成

取組目標
めざす状態 目標年度

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

　廃止、他施設への機能移管

平成22年度

到達段階

市直営
所管局 子ども青少年局

管理運営体制 指定管理者
所管局 子ども青少年局

ｶｯｺ内は指定管理者名 （福）名古屋市社会福祉協議会

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 特記事項

　目標年次までに経費の１％縮減
及び収入増

運営費

133,744千円 平成19年度

目標値 目標年度

132,407千円 平成22年度

基準年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積：19,738.46㎡（児童福祉センター全体）
延床面積：1,409.74㎡

　児童及びその保護者を対象に、遊びを通して子ど
もたちの健やかな成長を図り、その健康を増進し、
情操を豊かにすることを目的としています。
　また、名古屋市子ども会ボランティア協議会の事
務局として、ボランティアの育成・援助を行っていま
す。

外 部 評 価

D

　他施設への事業移管により、計画どおり廃止の方向で検討を進めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積：17,491.6㎡
延床面積：3,528.83㎡

　児童が、日常生活の中でふれる機会が少なくなっ
てしまった水・緑・土といった自然空間の中で、たく
ましく健やかに育つよう、丘あそびゾーンや水遊び
ゾーンといった自然の中で遊べる自然体験事業や
手作りゾーンで行う遊具づくりやお菓子づくりなど創
造的・体験的事業を行っています。

外 部 評 価

B

  施設規模の違いはありますが、他の児童厚生施設（047「地域児童館」）に比べて1館の運
営費としては高額です。経費の縮減に努めてください。
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施 設 名母子生活支援施設（五条荘・にじが丘荘） ０５０ 施設数 2

検 討 区 分 改革改善の取組み

事業内容の改
善
（にじが丘荘）

　施設職員による支援のほか、女性福祉相談員との連携などにより、入所世帯の自立支
援を強化し、早期の社会復帰による退所世帯率の向上を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

指定管理者制
度の導入（五
条荘）

　民間活用の観点から、指定管理者制度の導入を行います。

施 設 名乳児院・児童養護施設（若葉寮・若松寮・ひばり荘） ０５１ 施設数 3

検 討 区 分 改革改善の取組み

指定管理者制
度の導入又は
民営化（若松
寮）

　民間活用の観点から、指定管理者制度の導入又は民営化を検討します。

施設の統合
(若葉寮・ひば
り荘)

　若葉寮とひばり荘は老朽化が進んでおり、入所児童の処遇改善の観点から施設の建
替えが必要ですが、建替えにあたっては2施設の統合を検討します。建替後は、セーフ
ティーネットの観点から直営とします。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にある女子及び
その者の監護する児童を入所させて、これらの者を保護するとと
もに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あ
わせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的
とする施設です。

配偶者のいない女子ま
たはこれに準ずる事情
にある女子及びその者
の監護する児童

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C
(五条荘)
B
(にじが丘荘)

　DV被害女性の増加などの社会状況の中にあって、母子世帯の保護及び
自立の促進を図るための施設として必要性・有効性は非常に高く、今後もよ
り一層、生活指導能力の向上を図る必要があります。
　また、にじが丘荘については、既に指定管理者制度により運営しており、
直営の五条荘について、ＤＶ被害者などの相談・自立支援を適正に行えるこ
となどを考慮しつつ、運営方法について幅広く検討をする必要があります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　保護者のない児童（乳児院においては乳幼児。以下同様。）、
虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を受入れ、
施設において安定した生活の場を保障し、健やかな成長・発達
を援助するとともに、その自立を支援します。

保護者のない児童（乳
児院においては乳幼
児。以下同様。）、虐待
されている児童その他
環境上養護を要する児
童

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C

　虐待されている児童その他環境上養護を必要とする児童は依然として増加して
おり、施設の必要性・有効性は非常に高く、今後もより一層、処遇の向上を図る必
要性がありますが、一方では児童養護施設については、市内に社会福祉法人が運
営する施設が既に存在するため、運営主体を含めた検討を図る必要もあります。た
だし、近年の児童虐待をはじめとした児童問題の複雑化・多様化に対応するため
の専門性を要すること、子どもの権利擁護の確保、徹底を最優先とすること、新規
参入のない福祉分野であることを充分留意する必要があります。
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（ ）

（ ）

管理運営体制 指定管理者（にじが丘荘）、市直営（五条荘）
所管局 子ども青少年局

ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市千種母子福祉協会

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　目標年次までに退所世帯率40％

退所世帯率

28.2% 平成19年度

目標値 目標年度

40.0% 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　指定管理者制度の導入

平成22年度 達成

管理運営体制 市直営
所管局

建替え時期等
の決定

子ども青少年局
ｶｯｺ内は指定管理者名

事 業 内 容

　保護者のない児童（乳児院においては乳幼児。以
下同様。）、虐待されている児童その他環境上養護
を要する児童を受入れ、施設において安定した生
活の場を保障し、健やかな成長・発達を援助すると
ともに、その自立を支援します。

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　指定管理者制度の導入又は民営
化

時期未定
移行時期等
の決定

平成22年度

平成22年度

　施設統合

時期未定

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

（五条荘）　定員：３０世帯
　　敷地面積：1,574.67㎡（保育園含む）
　　延床面積：1,757.82㎡
（にじが丘荘）　定員：３５世帯
　　敷地面積：1,709.52㎡（保育園含む）
　　延床面積：1,301.12㎡

　配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にあ
る女子及びその者の監護する児童を保護し、安定
した生活の場を保障し、自立を支援します。

外 部 評 価

C
(五条荘)
B
(にじが丘荘)

  入所世帯の状況を見ると、施設の果たしている役割が大きく変わってきており、重要性も増
しています。
（五条荘）　民間活用の観点から、指定管理者制度の導入を図ってください。
（にじが丘荘）　自立支援を促進し、退所世帯率を高めるよう努めてください。

設 備 ･ 規 模

（若葉寮）定員：60人　敷地面積：7,856.35㎡
　　　　　　延床面積：1,380.75㎡
（若松寮）定員：40人　敷地面積：3,545.49㎡
　　　　　　延床面積：1,620.85㎡
（ひばり荘）暫定定員：41人　敷地面積：3,268.23㎡
　　　　　　　延床面積：1,050.21㎡

外 部 評 価

C

民間活用の観点から、指定管理者制度の導入を図ってください。
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経費の縮減

　これまで市職員が行っていた炊事業務を平成20年度に委託化しました。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名児童自立支援施設（玉野川学園） ０５２ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

事業内容の改
善

　老朽化した学習棟の改修を実施し、学習環境を整えるとともに、学校教育導入に向け
て教育委員会との調整を進めます。

施 設 名情緒障害児短期治療施設（くすのき学園） ０５３ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

事業内容の改
善

　児童福祉センターの移転改築を進め、治療環境を改善することにより治療効果を高
め、改善率の向上を図ります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　不良行為をし、またはするおそれのある児童及び家庭環境そ
の他環境上の理由により生活指導を要する児童に対し、入園し
た個々の児童の状況に応じて、必要な指導を行い、その自立を
支援します。

不良行為をし、または
するおそれのある児童
及び家庭環境その他
環境上の理由により生
活指導を要する児童

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　主に不良行為をし、またはするおそれのある児童に対する自立支援を行う
という公的責任の高い性格の施設であり、法上も公立施設とされていること
から今後も公立公営で継続していく必要があります。今後は、学校教育導入
や児童に直接影響しない業務の委託化など検討を行う必要があります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

軽度の情緒障害を有する児童に対し、施設入所又は通園によ
る治療、指導を通して情緒障害の改善、治癒を図ります。

軽度の情緒障害を有
する児童

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　情緒障害児短期治療施設は市内に１か所のみであり、心の問題を抱えた
児童にとっては必要かつ有効な施設です。また、平成２２年度に昭和区内に
移転改築を予定している児童福祉センターを構成する施設であること、児童
精神科医の確保の面や小中学校の情緒障害児学級を併設していることなど
から、直営を継続することが望ましいと考えています。
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（ ）

（ ）

　一部業務の委託化

運営費

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

管理運営体制 市直営
所管局 子ども青少年局

ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　学校教育の導入

学校教育

未実施 平成19年度

目標値 目標年度

着手 平成22年度

子ども青少年局

88.9% 平成19年度

目標値 目標年度

管理運営体制 市直営
所管局

ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 特記事項

　目標年次までに改善率90％

改善率

90.0% 平成22年度

基準年度

269,078千円 平成19年度

目標値 目標年度

247,226千円 平成20年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積：69,857.18㎡
延床面積：2,928.99㎡
（暫定）定員：16人

　不良行為をし、またはするおそれのある児童及び
家庭環境その他環境上の理由により生活指導を要
する児童に対し、入園した個々の児童の状況に応
じて、必要な指導を行い、その自立を支援します。
　学園内に学習棟を設け、学校教育法に準拠する
学習指導をするとともに、寮舎における生活指導を
行い、社会適応性を身につけるよう支援していま
す。

外 部 評 価

B

　学校教育の導入について、関係局との調整を進めてください。また、間接業務の委託等に
より効率化を進めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積：19,738.46㎡（児童福祉センター全体）
延床面積：1,970.14㎡
定員（暫定）：41人（入所部、通所部）

　不登校、集団不適応、家族関係不調、不安が強
い、乱暴行為など心理的困難にぶつかった児童
（情緒障害児）に、心理治療、生活指導及び学校教
育による総合的な援助を行い、適応能力の向上、
行動改善を図ります。

外 部 評 価

A

現状どおり管理・運営を進めることが適当な施設です。
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施 設 名
知的障害児通園施設（みどり学園・西部地域療育セン
ター・北部地域療育センター）

０５４ 施設数 3

検 討 区 分 改革改善の取組み

事業内容の改
善
（みどり学園）

　みどり学園については、個々の利用児童の状況やニーズを把握し、効率的で適切な
サービス提供を行うことにより、通園出席率の向上を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

指定管理者制
度の導入又は
民営化（西部・
北部地域療育
センター）

　民間活用の観点から、指定管理者制度の導入又は民営化を検討します。

施 設 名肢体不自由児施設（わかくさ学園） ０５５ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

事業内容の改
善

　個々の利用児童の状況やニーズを把握し、効率的で適切なサービス提供を行うことに
より、通園出席率の向上を図ります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　就学前までの知的障害がある児童に対し、施設に通所するこ
とで、身辺の自立、基本的生活習慣の確立を図ります。また、地
域療育センターでは、児童及び保護者に対し、相談、検査、医
療の提供及び療育訓練を行うことにより、障害の早期発見とその
軽減を図ります。

就学前までの知的障害
がある児童

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
（みどり）
Ｃ
（西部・北部
療育Ｃ）

　みどり学園を始めとする障害児総合通園センターについては、児童相談所
との一体運営が必要です。地域療育センターについては、民立民営の施設
が既に1か所ありますが、医療も含めた総合的な障害の早期発見・早期療育
を提供できる民間法人は、まだ少ないのが現状で、既存の施設について
は、当面は安定的な運営を確保するため、直営で運営すべきと考えていま
す。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童で就学前の児
童に対し、施設に通所し、保育及び理学療法、作業療法によ
り、基本的な生活習慣を身につけ、情操を豊かにし、バランスの
とれた発達を図ります。

上肢、下肢または体幹
機能に障害のある児童
で就学前の児童

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

　障害が重度化、重複化の傾向にある現在、本園の必要性は高いものがあ
ります。本市所管唯一の肢体不自由児施設であること、また、児童相談所に
併設され、一体運営により、相談・医療・訓練・療育等の一貫したサービスを
提供できることなどを踏まえ、直営を継続すべきものと考えますが、定員充足
率を向上させるなど、施設機能をさらに活用し、効率的な運営に努めること
が必要です。
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（ ）

（ ）

管理運営体制 市直営
所管局 子ども青少年局

ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　目標年次までに通園出席率85％

通園出席率

83.0% 平成19年度

目標値 目標年度

85.0% 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　指定管理者制度の導入又は民営
化を含め、運営方針を決定します。

平成22年度 達成

管理運営体制 市直営
所管局 子ども青少年局

ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 特記事項基準年度

　目標年次までに通園出席率80％

通園出席率

66.3% 平成19年度

目標値 目標年度

80.0% 平成22年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

(みどり学園)定員：30人
　敷地面積：19,738.46㎡（児童福祉センター全体）
  延床面積：781.09㎡
(西部地域療育ｾﾝﾀｰ)定員40人
　敷地面積：3,331.67㎡　延床面積：1,763.43㎡
(北部地域療育ｾﾝﾀｰ)定員40人
　敷地面積：3,298.34㎡　延床面積：1,763.41㎡

　就学前までの知的障害がある児童に対し、施設に
通所することで、身辺の自立、基本的生活習慣の確
立を図ります。

外 部 評 価

Ｂ
（みどり）
Ｃ
（西部・北部
療育Ｃ）

  利用者満足度の指標である通園出席率が目標値に達するよう、利用者のニーズを十分に
把握し、適切なサービスの提供に努めてください。
　また、西部地域療育センター、北部地域療育センターについては、民間活用の観点から、
指定管理者制度の導入を図ってください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積：19,738.46㎡（児童福祉センター全体）
延床面積：670.75㎡
定員：40人

　上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童で
就学前の児童に対し、施設に通所し、保育及び理
学療法、作業療法により、基本的な生活習慣を身に
つけ、情操を豊かにし、バランスのとれた発達を図り
ます。

外 部 評 価

Ｂ

利用者満足度の指標である通園出席率が目標値に達するよう、利用者のニーズを十分に把
握し、適切なサービスの提供に努めてください。
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施 設 名難聴幼児通園施設（すぎのこ学園） ０５６ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

事業内容の改
善

　個々の利用児童の状況やニーズを把握し、効率的で適切なサービス提供を行うことに
より、通園出席率の向上を図ります。

施 設 名知的障害児施設（あけぼの学園） ０５７ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

経費の縮減

　炊事などの間接業務の委託化を実施します。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　就学前の難聴児童・言語障害児童に対し、施設に通所し、検
査、診断、聴能・言語訓練を行います。

就学前の難聴児童・言
語障害児童

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

　難聴幼児通園施設として市内唯一の施設であり、難聴児・言語障害児の
早期訓練・指導を行う施設として重要な役割を担っています。また、児童相
談所に併設され、一体運営により、相談・医療・訓練・療育等の一貫した
サービスを提供できることから、直営を継続すべきと考えていますが、外来訓
練の充実など、施設機能のさらなる活用に努め、効率的な運営を進めていく
必要があります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　おおむね就学の始期から１８歳未満の知的障害児に対し、施
設に入所し、保護することで、独立自活に必要な知識技能の取
得を図ります。

おおむね就学の始期
から１８歳未満の知的
障害児

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

　名古屋新世紀計画２０１０第３次実施計画に記載されているように、老朽化した施
設の整備の検討を進めます。施設の運営については、本市唯一の知的障害児施
設として、児童相談所からの措置や一時保護などの要請に応えていく必要があるこ
とや、入所者の障害の重度化、処遇の困難化が進んでいることから、市に代わる運
営主体は現状では困難だと考えます。しかし、児童の処遇に関わらない業務の委
託化や、国の障害児施設体系のあり方を踏まえた施設のあり方の検討は必要で
す。また、引き続き入所児童の地域生活への移行を支援します。特に、入所児童の
ほぼ半数を占める１８歳以上の年齢超過児について、地域生活への移行や障害者
施設への移行を推進する必要があります。
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（ ）

（ ）

管理運営体制 市直営
所管局 子ども青少年局

ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 特記事項

　目標年次までに通園出席率80％

通園出席率

75.4% 平成19年度

目標値 目標年度

80.0% 平成22年度

基準年度

管理運営体制 市直営
所管局 子ども青少年局

ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

1,132,502千円 平成19年度

目標値 目標年度

1,104,502千円 平成21年度

　一部業務の委託化

運営費

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積：19,738.46㎡（児童福祉センター全体）
延床面積：350.77㎡
定員：30人

　就学前の難聴児童・言語障害児童に対し、施設
に通所し、検査、診断、聴能・言語訓練を行いま
す。

外 部 評 価

Ｂ

利用者満足度の指標である通園出席率が目標値に達するよう、利用者のニーズを十分に把
握し、適切なサービスの提供に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積：65,553.68㎡（植田山３公所全体）
延床面積：5,172.47㎡
定員：84人

　おおむね就学の始期から18歳未満の知的障害児
に対し、施設に入所し、保護することで、独立自活
に必要な知識技能の取得を図ります。

外 部 評 価

Ｂ

間接業務の委託等により効率化を進めてください。
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検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名宿泊青年の家 ０５８ 施設数 1

指定管理者制
度の導入

平成20年度　条例の改廃、指定管理の手続き
平成21年度　指定管理者制度の導入

役割の再整理
平成20年度　条例の改廃
平成21年度　青少年交流プラザの分館化

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　宿泊を伴う利用や周辺の豊かな自然環境といった特色を活か
し、青少年の自然体験や生活体験等の各種体験事業の展開に
より心身ともに健全な青少年の育成を図ります。

主に市内在住・在勤・
在学の29歳以下の青
少年団体

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ

新たな利用層を拡大し、ニーズに合わせた運営が必要であると考えておりま
す。
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（ ）

第３次行財政改革計画期間内の取組状況取組目標
めざす状態 目標年度

管理運営体制 市直営
所管局

達成

子ども青少年局
ｶｯｺ内は指定管理者名

　指定管理者制度の導入
平成21年度

到達段階 到達年度 特記事項
　青少年交流プラザの分館化

平成21年度 達成

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積　5301.23㎡、建物延面積　3430.07㎡、構
造　鉄筋4階建、
設備　宿泊室15、浴室2、食堂、談話ｺｰﾅｰ、体育
室、美術室、音楽室2、図書資料室、印刷室、更衣
室2、教室4、集会室、ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ、相談室

　主に青少年団体を対象に宿泊を伴う施設利用を
中心として、青少年の主体的な体験活動促進の場
として施設を提供しています。

外 部 評 価

Ｃ

  貸室・宿泊機能を中心とした事業展開を改め、青少年健全育成の観点から青少年交流プ
ラザと連携した事業展開を検討してください。また、管理運営についても、指定管理者制度
の活用も含め、より効果的で効率的な方法を検討してください。
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検 討 区 分

利用料金制度
の導入

　利用料金制度等、指定管理者が創意工夫を発揮できる制度を次期指定管理者選定
時に導入できるよう準備を進めます。
 平成22年度 条例改正等の条件整備
 平成23年度 指定管理者募集
 平成24年度 利用料金制度等、指定管理者が創意工夫を発揮できる制度を導入

改革改善の取組み

利用の促進

検 討 区 分

０５９文化のみち二葉館（名古屋市旧川上貞奴邸）施 設 名

　市民参加型の企画や文化のみちをテーマとしたシリーズ講座等、リピーターの確保を
意識した企画事業の実施、閑散期である冬期・夏期における企画事業の実施、ホーム
ページやニュースレターの充実等幅広い広報活動を行うことにより、入館者数の増加を
図ります。
　文化のみちエリアの他施設との連携企画や全国の文学館、記念館との交流企画を実
施することにより、幅広い層へのアピールを図ります。

施設数

改革改善の取組み

1

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　創建当初の川上貞奴邸を復元して歴史的建築遺産を展示公
開するとともに、「文化のみち」の拠点施設および貞奴関係の展
示や郷土ゆかりの文学者の資料展示施設として活用します。

歴史的建築物、歴史、
文学等に関心のある人

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

入館者数・貸室利用率の増加が検討課題ですが、歴史的建築遺産を体感
できることと併せて、「文化のみち」の拠点施設として重要度が上昇していま
す。
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（ ）

管理運営体制

取組目標

　閑散期である冬期（12月、１月）と
夏期（７月、８月）の月平均の入館
者数を、目標年次までに平成19年
度に対して20％増加

閑散期の月平
均入館者数

指標めざす状態

めざす状態

ｶｯｺ内は指定管理者名

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
到達段階 到達年度 特記事項

条例改正等の
条件整備

平成22年度平成24年度

利用料金制度等、指定管理者が創
意工夫を発揮できる制度を導入

取組目標
目標年度

平成22年度

1,660人 平成19年度

目標年度目標値

2,000人

住宅都市局所管局
指定管理者

アクティオ(株)

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準値 基準年度 特記事項

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

延床面積 699.99㎡
大広間 1室、展示室 8室、和室 2室、集会室 1室、
書庫、自転車置場10台収容、駐車場11台収容

開館時間　午前10時～午後5時
　　　　　　　（貸室は午後8時30分まで使用可）
休館日　　月曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　　　　　12月29日～1月3日
企画展示7回開催（入館者数 27,919名）、ｺﾝｻｰﾄ・
講演7回開催（入館者数 3,944名）、開館時間延長2
回開催（入館者数 1,097名）、無料開放2回開催（入
館者数 1,999名）

外 部 評 価

Ｂ

利用促進のための方策を検討するとともに、利用料金制を活用するなど、指定管理者が十
分に創意工夫を発揮できるような条件整備に努めて下さい。
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役割の再整理

　子育て支援を推進する住宅や市営住宅高額所得者等の移転先住宅として役割を整
理・強化し、既存住宅を有効活用します。また、既に用地取得済みのものを除き新規建
設は行わず、一部の住宅での公営住宅への転換も含め、既存住宅の新たな有効活用
策の検討を行います。

平成18年度　　　　小学校就学前の子を持つ子育て世帯に対する家賃減額の実施
平成19年度　　　　高額所得者等の市営住宅明渡し強化に伴う移転先住宅としての活用
　　　　　　　　　　準備、平成20年度実施
平成20年度　　　　子育て世帯の家賃減額制度のＰＲなど子育て支援策の推進
平成22年度　　　　新たな有効活用策の検討・策定
平成23年度以降　新たな有効活用策の実施

施 設 名

施設数 37施 設 名

０６１

定住促進住宅

検 討 区 分 改革改善の取組み

栄バスターミナル

検 討 区 分 改革改善の取組み

施設数 1

経費の縮減

０６０

　バスターミナル待合室の壁面等を広告媒体として活用します。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象
中堅所得者層を対象に良質な賃貸住宅を供給し、市内定住を
促進します。

収入分位25％～80％
（4人世帯で年収約510
万円～約1,060万円）の
世帯

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

　中堅所得者層の市内定住を促進し、良好なまちづくりを担う施設として、そ
の役割は重要です。ただ、入居率の低い住宅が一部あり、入居率の改善を
図る必要があります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

栄地区の交通拠点として､基幹となるバス路線の発着点となる
ターミナルを設置し､バス利用者の乗り継ぎ利便性･快適性･安
全性の向上をめざします｡

バスを利用する不特定
多数者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
稼動率の向上等、収入増加策を検討し、運営改善に努めます。
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（ ）

・新規建設の凍結
　(用地取得済みのものを除く)
・市営住宅高額所得者等の移転先
住宅として活用
・子育て支援を推進する住宅として
活用し、入居率の改善を図る
・公営住宅への転換も含めた、新た
な有効活用策の実施

平成20年度

平成20年度

平成20年度

平成23年度以降

住宅都市局

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

新規建設の凍
結（用地取得
済みのものを
除く）

役割の整理･強
化

平成20年度

平成22年度

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名 名古屋市住宅供給公社

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

めざす状態 指標 基準値
取組目標

目標年度

500千円 平成22年度

　一定の広告収入の確保

年間広告収入

０千円 平成19年度

目標値

基準年度
第３次行財政改革計画期間内の取組状況

特記事項

住宅都市局
指定管理者

栄公園振興(株)

所管局

指定管理者
所管局

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容
団地数３７団地（棟数54棟　戸数1,718戸）
住戸面積 63.05㎡～92.76㎡、タイプ2LDK～4LDK
駐車場 1,699台

・中堅所得者層に良質で適正な家賃の住宅を供給
　【募集状況】
　一般募集　 ：抽選により入居者を決定（年4回）
　　　　　　　　　平成19年度募集戸数 　 78戸
　先着順募集：一部の住宅について先着順で受付
　　　　　　　　　平成19年度入居戸数　133戸
・市営住宅の高額所得者等の移転先の役割
　【入居実績】
　平成18年度： 8人 平成19年度：17人
・子育て世帯の支援
　【家賃減額制度実績】
　平成18年度：124件　平成19年度：171件

外 部 評 価

Ｃ

社会経済環境が大きく変化し、入居率が低い例も見うけられ、当初の役割を再整理する必要
がある事業といえます。今後は、子育て支援等の新たな役割をもたせるなど、施設が有効に
使われるような方策を検討してください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

面積：6,200㎡  開設年度：平成14年度
施設：バース（乗車用10バース、待機用7バース）、
　　　　旅客通路、待合所、店舗、案内所、券売所
※平成11年都市計画決定

バス乗入れ本数  約308,000本／年（約840本／日）
　市交通局:約217,000本、名鉄バス:約63,000本、
　JR東海バス:約7,000本、三重交通:約21,000本、
　名阪近鉄バス:約200本

外 部 評 価

Ｂ
効率的な運営に努めてください。

－229－



利用料金制度
の導入

　検討した結果、「利用料金制度の導入」には取組まないこととしました。
【理由】
　事業者が自主的に料金を決定することは市の交通施策上望ましくないうえ、制度の導
入により納めるべき消費税額が増加して結果的に市の収入の減少が見込まれることなど
から、利用料金制度の導入は行いません。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名市営路外駐車場（久屋・大須・古沢公園） ０６２ 3施設数

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　平成21年度に行う次回指定管理者の公募に向けて、現在の指定管理者の意見や他
都市の事例を参考にするなどして、指定管理者の創意工夫が発揮され、利用の促進に
つながるような条件整備を進めます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

市街地における長時間の駐車需要に対応することによって、円
滑な道路交通を確保するために設置したものです。

各駐車場周辺を訪れる
人が運転する一般の自
動車及び業務用の自
動車

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

さらなる利用者サービスの充実及び利用率の向上に向けて運営改善に努め
ます。
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―― ―

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋都市整備公社(2)、名鉄協商㈱

指定管理者
所管局 住宅都市局

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　大須駐車場及び古沢公園駐車場
の平日昼間等の利用率向上によ
り、目標年次において平成19年度
の利用台数から1％増となる95万台
を目指します。

利用台数

94万台 平成19年度

目標値 目標年度

95万台 平成22年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

（久屋駐車場）
構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　地下2層
面積：建築延面積21,364.74㎡（地上部67.53㎡、地
下1階10,727.86㎡、地下2階10,569.35㎡）
収容台数：510台　形式：自走式
（大須駐車場）
構造：鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　地下1層地上5層
面積：敷地面積 2,059.74㎡（内地上権設定面積
373.95㎡）、建築面積 1,759.40㎡、延床面積
8,159.56㎡
収容台数：200台、  形式：自走式
（古沢公園駐車場）
構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　地下2層
面積：建築延面積8,860㎡（地下1・2階 各4,137㎡、
地下連絡通路 586㎡）
収容台数：247台　形式：自走式

一般時間貸駐車場
（久屋駐車場）入庫台数724,616台(利用率29.9％)
（大須駐車場）入庫台数125,114台(利用率11.2％)
(古沢公園駐車場)入庫台数94,808台(利用率
11.1％)

※利用率
　収入金額÷(収容台数×1時間当りの駐車料金
×24時間×営業日数)×100

外 部 評 価

Ｂ

利用料金制を活用するなど、指定管理者が十分に創意工夫を発揮できるような条件整備に
努めて下さい。
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

  安全・快適で、防災性の高い緑の空間を提供しています。維持管理につい
て、市民との協働をさらに拡充する必要があると考えています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　近隣居住者を始め都市住民の利用に供することに加え、身近
で安全・快適な都市内の貴重な緑の空間の提供や防災性の向
上を図ることを目的としています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

   指定管理者制度の導入により、野鳥の専門家が常駐する等利用者サービ
スの向上が図られています。今後は、隣接する稲永ビジターセンターとの連
携を強化する等、利用者の増加を図り、利用者１人あたりの経費節減を目指
します。

　野鳥観察及び野鳥保護に関する知識並びに自然保護に関す
る意識の高揚を図ることを目的に設置しました。

市民

設 置 目 的 対 象

施 設 名

検 討 区 分 改革改善の取組み

都市公園

事業内容の改
善

　公園愛護会や緑のパートナー等の制度の周知に努め、活発な市民活動団体の紹介や
愛護会交流会の実施等により、公園内での市民活動の活性化を行い、市民との協働に
よる公園の維持管理を拡充していきます。

０６４ 施設数 1,372

施 設 名

  隣接する国の環境学習施設との役割の違いについての広報については、パンフレット
やホームページ等で工夫していきます。
  市内にある他の環境学習施設との連携については、情報交換を図り、講座等の開催に
ついて検討します。また、小学校等の総合学習の場として、今まで以上に利用していた
だくため情報提供を強化します。

施設数

改革改善の取組み

1

利用の促進

検 討 区 分

０６３野鳥観察館

施 設 概 要
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

Ｂ
  市民の憩いや健康増進の場としての機能だけでなく、環境問題の軽減や災害時における
避難場所となるなど多様な役割を担う施設です。今後も最適な維持管理を行ってください。
なお、市民団体の育成・活用など新たな施設運営の方法を検討してください。

設 備 ･ 規 模

都市公園数　　　　1,372か所
都市公園面積　 　1,220.16ｈａ
市民１人あたりの公園面積　6.85㎡
＜平成20年4月1日現在＞

外 部 評 価

Ｂ

 　隣地に整備された国の環境学習施設とは役割が違うようですが、違いが利用者に良くわか
るように、広報を含め改善してください。また、市内にある他の環境学習施設や小学校の総
合学習との連携を充分に図ってください。

敷地面積203.8㎡、建物延べ床面積257㎡
　　　　　　　　　　　　　(稲永公園面積31.31ｈａ)
１F 193㎡　観察室、研修室、便所
２F 　64㎡　観察室、展示ｺｰﾅｰ

野鳥観察館の管理運営
野鳥保護に関する資料の展示
野鳥に関する講習会等開催

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

めざす状態
　目標年次までに、市民活動団体
数を約３％増加させることで、公園
の活用を促進し、公園を市民にとっ
て、より愛着や親しみのある空間

市民活動団体数

1,0８７団体 平成19年度

目標年度

平成22年度

目標値

1,120団体

管理運営体制

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標

  毎年3万人以上の安定した利用者
数

利用者数

指標めざす状態

ｶｯｺ内は指定管理者名

指標
第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準値 基準年度

緑政土木局

特記事項

市直営

取組目標

事 業 内 容

所管局

都市公園の管理運営

平成21年度

31,391人 平成19年度

目標年度目標値

33,000人

緑政土木局所管局
指定管理者

東海･稲永ネットワーク

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準値 基準年度 特記事項
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ

　抽選倍率が4倍程度と大変人気のある市民利用施設ですが、収支率は3割
程度と低く、また、貸し農園が農地の所有者自ら開設できる制度となったこと
から、民間参入の機会が増大しますので、民間施設の普及状況を見極めつ
つ、今後のあり方について検討していく必要があります。
　当面、開設している分区園の管理について、市の同種施設との事務統合
について整理検討します。

　家族ぐるみで気軽に野菜作りなどを楽しんでいただくことを目
的としています。

市内在住で、分区園の
日常管理ができる人施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

3施 設 名都市公園内分区園 ０６６ 施設数

検 討 区 分 改革改善の取組み

機能の縮小

　民間貸し農園施設の普及に努め、近隣における民間施設の普及状況をみながら、見
直しを検討します。

機能の統合

　現在、担当土木事務所で行っている抽選にかかる事務について、市民農園の抽選との
事務統合により経費の削減を図ります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

　市民の運動の利用に供することを目的としています。 市民(利用者登録は中
学生以上)

Ｂ
　需要の多い施設であり、利用者の利便を高める方策に取り組みます。

　より多くの方に土日を効率的に利用していただくため、一定回数以上の直前キャンセ
ル者に対し、申し込み制限をかける制度を導入します。
　平日等利用の少ないときに利用していただけるよう利用促進策を検討します。

利用の促進

検 討 区 分 改革改善の取組み

施設数 87施 設 名都市公園内スポーツ施設 ０６５
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

Ｄ

　法改正により、公設置の貸し農園事業の必要性は低くなったと思われます。今後の民間施
設の開設状況により、施設のあり方の見直しを検討してください。
　また、市所有の同種施設との機能統合を進め、経費の縮減に努めてください。

事 業 内 容

大当郎緑地(中川区）　区画数100　一区画の面積12㎡
長廻間緑地（守山区）　区画数79　一区画の面積15㎡
明見緑地（名東区）　区画数84　一区画の面積12㎡

貸し農園の管理運営

設 備 ･ 規 模

管理運営体制 市直営
所管局 緑政土木局

ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　民間施設の普及状況をみて、順
次見直し 時期未定

民間施設の
普及促進及び
状況確認

平成22年度

施設数　テニスコート　31公園82面、野球場　51公
園65面、陸上競技場　3公園3面、球技場　1公園1
面、アーチェリー場　1公園2コース

テニスコート、野球場、陸上競技場などの管理運営

外 部 評 価

Ｂ
　広報の充実をはじめ、スポーツ施設を付設している都市公園と一体となった利用促進策を
検討するなどして、稼働率の向上に努めてください。

目標年度目標値

所管局
管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

市直営

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

緑政土木局

53.2% 平成22年度

　目標年次までに、全体利用率
3.4％の増加
　平成20年度　申込制限制度導入
により全体利用率2％増加
　平成22年度　平日利用促進により
全体利用率1.4％増加

利用率

49.8% 平成19年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　市民農園との抽選事務の統合

平成20年度 達成
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施 設 名鶴舞公園（普選記念壇・奏楽堂・鶴々亭） ０６８ 施設数 3

施 設 名中村公園記念館・桐蔭茶席 ０６７ 施設数 2

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進
(桐蔭茶席)

　ウエブサイトや地域情報誌、広報なごや等の活用により、積極的な広報に努めます。

　地元の意見を聞きながら、その意向等も充分確認した上で、今後のあり方を検討しま
す。

検 討 区 分 改革改善の取組み

役割の再整理
(記念館)

検 討 区 分 改革改善の取組み

役割の再整理

　普選記念壇
     無料化を含め、運営改善を進めます。
　奏楽堂
     有料施設として維持し、また鶴舞公園のシンボルとして、そのイメージにふさわしい
  イベントを実施していきます。
　鶴々亭
     茶室としての人気があるので、PRを強化し有料施設として利用促進に努めます。
　   保存状態の調査を行い、利用促進のためのPRを含めた検討会を開催します。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　記　念　館：県から移管を受けたもので、現在は一般集会施設
                として市民の利用に供することを目的にしています。
　桐蔭茶席：ロータリークラブからの寄付で建てられ、その後
　　　　　　　市民の利用に供することを目的にしています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ

　記念館については、歴史ある施設であり、今後の活用方法の検討が必要
です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　３施設は明治から昭和初期に寄附等により設置され、現在で
は公園施設として市民の利用に供することを目的にしています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　無料化も含めた運営改善（利用率の向上）の検討をしています。
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（ ）

（ ）

管理運営体制 指定管理者

管理運営体制 市直営
所管局 緑政土木局

ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　平成20年度に1.3％、平成22年度
に2％の利用率の増加

利用率

11.7% 平成19年度

目標値 目標年度

15.0% 平成22年度

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　今後のあり方の決定
平成22年度
までに

取組目標

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市みどりの協会

達成

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

普選記念壇
  無料化を含めた運営改善
奏楽堂
  鶴舞公園のシンボルにふさわしい
  イベントの実施
鶴々亭
  PRの強化による利用促進

平成22年度 達成

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

記 念 館 ：木造瓦葺き平屋建て　134㎡
　　　　　　　和室3部屋　便所　倉庫
桐蔭茶席：木造瓦及び銅板葺き平屋建て
　　　　　　　和室2部屋　広間1部屋　水屋　便所

貸室施設の管理運営

外 部 評 価

Ｃ

　記念館については、利用状況が著しく悪く、費用効率も低いこと、さらには老朽化による改
修が必要な状況でもあることから、現状のまま施設を継続することは困難です。建物の保存
価値を検証した上で、市民の意見を聞きながら今後のあり方を検討してください。
　また、桐蔭茶席については、利用率の向上につながる取り組みを検討してください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

普選記念壇：舞台　3,400㎡
奏　楽　堂　：屋外音楽堂　3,860㎡
鶴　々　亭　：茶室等　1,300㎡

有料公園施設の管理運営

外 部 評 価

Ｃ

　貸室機能に特化した施設ですが、利用状況は著しく悪く、費用効率が低いため、このまま
施設を維持することは困難です。建物の保存価値の調査を行った上で、それぞれの施設に
応じた保存、活用方策など、今後のあり方を検討してください。
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廃止
　プールの設備機器等の耐用年数、更新費用等について調査を行い、平成20年度に維
持管理計画を策定し、１０～１５年後に想定される大規模修繕の必要時期に廃止します。

利用の促進

　天候に左右される面もありますが、イベント内容やホームページの充実を図り、入場者
数の維持・拡充を目指します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名日光川公園（サンビーチ日光川） ０７０ 施設数 1

利用の促進

　国際会議場とさらに連携を深め、国際会議場での大規模な会議やイベントの情報収集
に努め、利用者の促進を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名白鳥庭園 ０６９ 施設数

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用料金制度
の導入

　検討した結果、「利用料金制度の導入」には取組まないこととしました。
【理由】
　現行の料金体系(大人300円、市内在住高齢者100円、小人無料)においては、利用者
にとって入園動機となるだけの金額的な魅力が少なく、利用料金制度のメリットが発揮で
きないため、利用料金制度の導入は行いません。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用料金制度
の導入

　検討した結果、「利用料金制度の導入」には取組まないこととしました。
【理由】
　屋外プールの入場者数が天候と気温に大きく影響を受け、かつ開場期間が短い(2ヶ月)ことか
ら、利用料金制度のメリットが発揮できないため、利用料金制度の導入は行いません。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象
　災害時の避難場所としての機能を備えた「緑豊かな水郷公
園」にしようという意図のもと、伝統的な文化を継承し、緑あふれ
る市街地の形成を目指す中で、文化の薫り高いまちづくりの一
環として、「水をテーマとした和風庭園」を開園しました。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

　利用料金制度の導入も含め、指定管理者のノウハウ等が充分に活かされ
る運営により、さらに魅力のある施設にする必要があると考えています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　白い砂浜の美しい海岸風景を持ち、日光川の雄大な河口風
景を取り込んだ一体感のある親水レジャー公園として、広域的
に利用者を誘致することを目的として設置しました。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｃ

  指定管理制度に移行したものの、大規模修繕を見据えた施設のあり方に
ついて検討しています。
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（ ）

（ ）

計画策定 平成20年度
維持管理計画を策
定する。

　廃止 大規模修繕時
(10～15年後)

127,000人 平成19年度

目標値 目標年度

130,000人 平成21年度

　目標年次までに、入場者数
130,000人

入場者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 PMIサンビーチ日光川

目標年度

100,000人 平成21年度

管理運営体制 指定管理者

基準年度 特記事項
　目標年次までに、入園者数
100,000人

入園者数

92,000人 平成19年度

目標値

緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市みどりの協会

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　現行制度の下での運営改善

― ―

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

  現行制度の下での運営改善

― ―

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容
敷地面積　約37,000㎡　建物面積　800㎡
　池泉廻遊式庭園、清羽亭、汐入亭、汐入の庭

有料公園施設（日本庭園）の管理運営
市民茶会とコンサート　４回開催
夜間開園コンサート　　１回開催
薄暮開園　夏季実施、　雪つり　冬季実施

外 部 評 価

Ｂ

　０２1「名古屋国際会議場（市民経済局）」と連携を深め、会議場に訪れる人々が庭園にも来
ていただけるような方策をさらに検討してください。また、利用料金制度を活用するなど、指定
管理者が充分に創意工夫を発揮できるよう条件整備に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積　10.5ha
ﾌﾟｰﾙ施設　水面積　15,535㎡
ｳｪｰﾌﾞﾌﾟｰﾙ､ﾋﾞｰﾁﾌﾟｰﾙ､ｷｯﾄﾞﾌﾟｰﾙ､ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ　面積　11,775㎡　砂浜、芝生、ｻﾝﾃﾞｯｷ
管理棟　延床面積　3,060㎡

プール施設の管理運営

外 部 評 価

Ｄ

　レジャープールは民間事業者も参入している分野であり、市が引き続き施設を維持する必
要性は低いことから、プール施設については老朽化に併せて廃止も含めて見直しを行い、
一般の都市公園として再整備することを検討してください。当面は、利用料金制度を活用す
るなど、指定管理者が充分に創意工夫を発揮できるような条件整備に努めてください。
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利用の促進

　平成20年10月から導入される緑化地域制度にともない、「緑の相談所」の方面別の緑
化相談窓口としての機能強化を図っていきます。
　当館は、その『核』として、樹木の植栽知識をはじめ、緑化技術の情報提供・啓発普及
を行なっており、近年注目されている屋上緑化・壁面緑化の最新情報の提供にも努め、
市民への周知を図っていきます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名緑化センター ０７２ 施設数

利用の促進

　利用者層の拡大を図るため、若年層をターゲットとした魅力あるイベントを開催していき
ます。
　イベント限定の弾力的な料金設定等により、収支率の改善を目指します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名ランの館 ０７１ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

役割の再整理

　検討した結果、「役割の再整理」には取組まないこととしました。
【理由】
　当施設は、ラン･花きの普及啓発のみならず、本市緑地行政の広告塔としての役割や
都心のオアシスとしての名古屋の魅力向上に寄与するといった多面的な役割を担ってお
り、こうした役割のバランスを適切にとっていくには本市緑地部門の施設として運営する
必要があります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　名古屋の都心のオアシスとして、｢夢｣｢楽しさ｣｢ロマンチック｣を
キーワードに、｢花飾り｣｢ガーデニング｣のための情報発信基地と
して名古屋の新しい都市魅力の創造を目指して設置しました。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
   利用料金制と併せて、今後一層、指定管理者のノウハウ等が活かされた
運営がなされ、さらに魅力のある施設にする必要があると考えています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　「緑の相談所」として、講習会や展示会を実施することにより、
市民がみどりに対する理解を深めることで、家庭内の緑化を始
め地域の緑化活動への協力・参加につなげることを目的として
います。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ

　指定管理者による運営改善に一層取り組みながら、他施設との連携を進
める方策を検討してまいります。

－240－

（ ）

（ ）

目標年度

5,000人 平成21年度

基準年度 特記事項
　目標年次までに、平成19年度の
講習会の受講者数と緑化相談者数
に対して、10%の増加

講習会受講者
数および緑化
相談者数

4,540人 平成19年度

目標値

緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市みどりの協会

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

131,000人 平成19年度

目標値 目標年度

138,000人 平成21年度

　目標年次までに、平成19年度入
館者数に対して、約5％の増加

入館者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市みどりの協会
管理運営体制 指定管理者

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　現行施設としての運営改善

― ―

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積　約16,000㎡　施設延床面積　2,375㎡
　アトリウム棟（大展示室・小展示室・レストラン）、
　花かざりモデル展示棟、大庭園、中庭

ラン、花きの普及啓発のための情報提供
展示(常設・特別)　72回、フラワーアレンジメント教室
ランの植替講座10回　626人参加
コンサート等イベント　89回　11,680人参加
フラワードーム出展

外 部 評 価

Ｃ
  ラン・花きの普及啓発という目的について、市の関与がどこまで必要かを検討してください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積　8,340㎡ 　建物（ＲＣ・2階建）　454㎡
 　講習室、展示室、温室、樹木見本園、 スイフヨウ
園

みどりに関する情報の発信
みどりに関する学習・交流施設
　展示会33回、 講習会83回、 緑化相談2,773件

外 部 評 価

Ｂ

　施設の特色が市民に理解されるように、情報発信に一層努めてください。
また、088「生涯学習センター（教育委員会）」などの他施設との連携を進めてください。
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利用の促進

　平成20年10月から導入される緑化地域制度にともない、「緑の相談所」の方面別の緑
化相談窓口としての機能強化を図っていきます。
　当館の特色は、家庭の花づくりなど園芸知識や技術の情報提供・啓発普及を行なって
おり、「なごや朝顔」など季節の花をテーマとした展示会や講習会を開催しています。ま
た、勤労者も参加しやすいナイトカフェ講座を継続し、市民利用の促進を図っていきま
す。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名名城公園フラワープラザ ０７４ 施設数

利用の促進

　平成20年10月から導入される緑化地域制度にともない、「緑の相談所」の方面別の緑
化相談窓口としての機能強化を図っていきます。
　当館の特色である多目的アリーナを活用して、緑あふれる環境の中で健康運動ができ
る場を提供するとともに、庄内緑地を活用した講座や生涯学習センター等と連携した講
座を開催し、市民利用の促進を図っていきます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名庄内緑地グリーンプラザ ０７３ 施設数 1

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　「緑の相談所」として、講習会や展示会を実施することにより、
市民がみどりに対する理解を深めることで、家庭内の緑化を始
め地域の緑化活動への協力・参加につなげることを目的として
います。また、室内広場は、広大な園地と一体となった緑の中で
市民が健康運動を行う拠点施設としての役割も担っています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

Ｂ
　指定管理者による運営改善に一層取り組みながら、他施設との連携を進
める方策を検討してまいります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　「緑の相談所」として、都市の生活の中に、花を取り入れるため
の知識・技術の普及啓発を進めるために、花や緑の講習会や展
示会を実施しています。市民が花やみどりに対する理解を深め
ることで、都市の緑化へも寄与することを目的としています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
　指定管理者による運営改善に一層取り組みながら、他施設との連携を進
める方策を検討してまいります。
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（ ）

（ ）

目標年度

4,200人 平成21年度

基準年度 特記事項
　目標年次までに、平成19年度の
講習会の受講者数と緑化相談者数
に対して、10％の増加 講習会受講者

数および緑化
相談者数

3,830人 平成19年度

目標値

緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市みどりの協会

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

8,815人 平成19年度

目標値 目標年度

9,700人 平成21年度

　目標年次までに、平成19年度の
講習会の受講者数と緑化相談者数
に対して、10%の増加

講習会受講者
数および緑化
相談者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市みどりの協会
管理運営体制 指定管理者

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積 419,000㎡　建物（ＲＣ・2階建） 3,312㎡
講習室、緑の相談ｺｰﾅｰ、温室、室内広場、ﾃﾆｽｺｰ
ﾄ（6面）、陸上競技場、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場（10面）

みどりに関する情報の発信
みどりに関する学習・交流施設
 展示会26回、講習会63回、緑化相談2,224件

外 部 評 価

Ｂ
　施設の特色が市民に理解されるように、情報発信に一層努めてください。
また、088「生涯学習センター（教育委員会）」などの他施設との連携を進めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積6,360㎡　建物（ＲＣ・平屋建）932㎡
講習室、展示会場、花と緑の相談ｺｰﾅｰ、ﾓﾃﾞﾙｶﾞｰ
ﾃﾞﾝ

みどりに関する情報の発信
みどりに関する学習・交流施設
 展示会44回  講習会101回  緑化相談1,269件

外 部 評 価

B
　施設の特色が市民に理解されるように、情報発信に一層努めてください。
また、088「生涯学習センター（教育委員会）」などの他施設との連携を進めてください。
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利用の促進

　新聞、車内広告の他、フリーペーパーやラジオ等、様々なメディアでの宣伝を企画する
とともに、葬祭会館等での当事業のＰＲを積極的に展開していきます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名みどりが丘公園（墓地） ０７６ 施設数

利用の促進

　平成20年10月から導入される緑化地域制度にともない、「緑の相談所」の方面別の緑
化相談窓口としての機能強化を図っていきます。
　当館の特色であるラベンダー園を活用した講座や展示会を開催することで、市民利用
の促進を図っていきます。また、鉄道駅や大型ショッピングセンターが隣接しており、これ
ら事業者と連携したイベントを開催し、さらなる市民への周知も図っていきます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名荒子川公園ガーデンプラザ ０７５ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

経費の縮減

　毎年度約1,000区画の新規貸付による管理料収入の増を図るとともに、運営業務の効
率化に努め、経費の縮減を行います。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　「緑の相談所」として、学校緑化、生垣などの各種見本園を備
え、フィールドを活用した講習会や展示会を実施しています。生
垣や公園樹、街路樹、庭園樹を管理し、直に見学することで緑
化の普及啓発を図ることを目的としています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
　指定管理者による運営改善に一層取り組みながら、他施設との連携を進
める方策を検討してまいります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　公園と一体となった墓地を設け、緑と水に包まれた憩いとやす
らぎの場を提供することにより、市民福祉の向上に寄与すること
を目的としています。

墓地使用者始め一般
公園利用者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
  墓地に対する市民ニーズを反映し、公園らしい景観を生かした墓地公園を
目指します。
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（ ）

（ ）

目標年度

98.0% 平成22年度

基準年度 特記事項
　目標年次までに、墓地貸付比率
  98％

墓地貸付比率

97.4% 平成19年度

目標値

緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名  

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局

1,646人 平成19年度

目標値 目標年度

1,800人 平成21年度

　目標年次までに、平成19年度の
講習会の受講者数と緑化相談者数
に対して、10%の増加

講習会受講者
数および緑化
相談者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市みどりの協会
管理運営体制 指定管理者

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　毎年度収支内容の改善に努め、
収支率の向上

収支率

34.9% 平成19年度

目標値 目標年度

41.0% 平成22年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積96,600㎡ 建物(RC･平屋建)642㎡
講習室、展示ｺｰﾅｰ、緑の相談ｺｰﾅｰ、ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ園、
樹木見本園

みどりに関する情報の発信
みどりに関する学習・交流施設
 展示会37回　 講習会58回 　緑化相談418件

外 部 評 価

B
　施設の特色が市民に理解されるように、情報発信に一層努めてください。
また、088「生涯学習センター（教育委員会）」などの他施設との連携を進めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

面積６０ｈａ(予定)
貸付区画19,112区画(平成18年度末現在)
公園会館477㎡

市民ニーズ応じた公共墓地の供給

外 部 評 価

B
  効率的な運営に努めてください。
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利用の促進

　広報PRの強化と、定例ミニコンサート（天空ライブ）、七夕・クリスマスイベントを始めとす
るイベントの充実を図っていきます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名東山公園展望塔 ０７８ 施設数

利用の促進

　現在東山動植物園再生プランを推進しており、魅力ある施設への改修を進める一方、
「生物多様性のための自然博物館連合」への加入、京都大学との連携など、動植物園と
しての質的な向上を図ります。また、広報・宣伝の強化、春･秋まつりを中心としたイベント
の充実等により管理運営の改善を図り、入園者の増加に繋げていきます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名東山総合公園（有料区域） ０７７ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用料金制度
の導入

　検討した結果、「利用料金制度の導入」には取組まないこととしました。
【理由】
　現行の料金体系(大人300円、市内在住高齢者100円、小人無料)においては、利用者
にとって入園動機となるだけの金額的な魅力が少なく、利用料金制度のメリットが発揮で
きないため、利用料金制度の導入は行いません。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　　動植物を通じて自然の営みを知り、自然環境への理解を深
める社会学習の場、希少動物を保護する種の保存の場、動植
物の調査・研究の場、多くの人の安らぎの場として設置されまし
た。
　　「人と自然をつなぐ場」として生命の大切さや生命の源である
地球の大切さを伝え、持続可能な地球環境を次世代につなげ
る場になることを目指しています。

市民を主体とした来園
者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
　東山動植物園再生プランの中で、集客対策などについて検討を進めま
す。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　名古屋市制１００周年を記念して建てられ、展望塔としての市
民のレクリエーションの場、防災無線の中継基地としての利用を
目的にしています。

市民を主体とした来館
者

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
　利用者増につながる方策を進めてまいります。
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目標年度

300,000人 平成21年度

基準年度 特記事項
　目標年次までに、入館者数
300,000人

入館者数

289,767人 平成19年度

目標値

緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）東山公園協会

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

232万人 平成19年度

目標値 目標年度

250万人 平成22年度

　目標年次までに、入園者数
2,500,000人

入園者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制 市直営

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

　現行制度の下での運営改善

― ―

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

動物園区域32.21ha　植物園区域27.37ha  計
59.58ha
教養施設（動物舎・温室等）、修景施設、遊戯施
設、園路・広場、便益施設、管理施設、自然林  等

動植物展示、動植物相談・講演・講習、ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ活動、春・秋まつり等のｲﾍﾞﾝﾄ開催

外 部 評 価

A
　入園者数の増加に向けた取り組みは評価できますので、引き続き、集客力の向上に努めて
ください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

展望塔：高さ134ｍ
展望室：5階（高さ100ｍ）
レストラン：7階（最上階）
防災無線の中継基地

展望塔の管理運営
日没から入館終了（午後9時）までのﾗｲﾄｱｯﾌﾟ　・春・
秋まつり時等のｲﾍﾞﾝﾄ開催

外 部 評 価

B
　利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工夫を発揮できるような条件整
備に努めてください。
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指定管理者制
度の導入

平成21年度　選定
平成22年度　導入

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　徳川美術館、蓬左文庫との連携を強化することにより、芸術文化性の高い催し等のイ
ベントを共催します。（近世武家文化をテーマとしたイベントなど）また、徳川美術館等と
共同広告、協調広告を実施します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名徳川園 ０８０ 施設数 1

利用料金制度
の導入

平成20年度　導入検討
平成21年度  導入準備
平成22年度  導入

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　平日昼間の固定客確保のため、平成１９年度に立ち上げたファンクラブ組織「東山テニ
スクラブ」の活動支援を行います。また、学校へのダイレクトメールの送付、大会誘致など
のPR活動を積極的に行います。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名東山公園テニスセンター ０７９ 施設数 1

検 討 区 分 改革改善の取組み

経費の縮減

　収入増加策として、ネーミングライツの導入を平成22年度に向けて進めます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　国際的な大会が開催できるコート、花と緑に囲まれた公園とし
ての雰囲気の中で、市民が気軽にテニスを楽しんでいただくの
を目的にした施設です。

主に市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　利用増のための方策を進めてまいります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　名古屋に訪れる多くの観光客に対して、名古屋が世界に誇る
徳川美術館・蓬左文庫の文化財、近世武家文化を国内外に情
報発信すると共に、歴史文化拠点として都市の魅力を向上させ
ることを目的としています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C

　近世武家文化を国内外の観光客に情報発信を行っており、一定の成果を
上げています。しかしながら、平成２２年度の指定管理者制度導入に向けた
検討を行います。
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達成
　指定管理者制度の導入

平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

25万人 平成19年度

目標値 目標年度

27万人 平成21年度

　徳川美術館、蓬左文庫と協力す
ることにより、更に徳川園の賑わい
の創出 入園者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名

達成

管理運営体制 市直営

　利用料金制度の導入
平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

63.6% 平成19年度

目標年度

68.0% 平成21年度

　平日（特に昼間）の利用率を改善
させ、トータルでの利用率68％

利用率

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）東山公園協会
管理運営体制 指定管理者

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　ネーミングライツによる収支の改
善

収支率

61% 平成19年度

目標値 目標年度

70% 平成22年度

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積8.6ha ｺｰﾄ数20面（ｾﾝﾀｰｺｰﾄ1面、屋内ｺｰ
ﾄ4面、屋外ｺｰﾄ15面）

テニスコートの貸付、管理棟、屋内ﾃﾆｽ場、ｾﾝﾀｰ
ｺｰﾄ場、一般ｺｰﾄ場、工作物等の保守管理
ﾃﾆｽの普及啓発

外 部 評 価

B

   利用促進のための方策・運営経費の抑制のための方策を検討し、効率的な運営に努めて
ください。
   また、利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工夫を発揮できるような条
件整備に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

日本庭園(有料区域)2.3ｈａ　ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ960㎡　地
下駐車場79台
（都市公園全体　4.5ｈａ）

徳川園の管理運営
4月：ｺﾝｻｰﾄ  6月～7月：山車揃え、和傘の貸出　8
月：ｺﾝｻｰﾄ、まるはちの日　9月：観月会　10月：市民
茶会　11月：文化のみち、ｺﾝｻｰﾄ　1月：正月ｲﾍﾞﾝﾄ

外 部 評 価

C

　民間活用の観点から、指定管理者制度を活用した、より効果的で効率的な施設運営に努
めてください。また、105「名古屋市蓬左文庫（教育委員会）」及び徳川美術館（財団法人　徳
川黎明会）と連携した企画などにより、集客力の向上につながる取り組みを検討してくださ
い。
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役割の再整理

平成19年度　３農業公園全体の見直し検討（役割の再整理）
　　　　　　　　　役割：「花と水稲」を中心とした農とのふれあい・農のある暮らしを提案する
                    拠点
平成20年度　見直し検討を踏まえ具体的な計画の策定
平成21年度～平成22年度  　「花と水稲」を中心とした農のある暮らしの推進のため施設
                                       の役割の再整理

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名農業文化園 ０８２ 施設数 1

役割の再整理

平成19年度　３農業公園全体の見直し検討（役割の再整理）
　　　　　　　　　役割：「果樹」を中心とした農とのふれあい・農のある暮らしを提案する拠点
平成20年度　見直し検討を踏まえ具体的な計画の策定
平成21年度～平成22年度  　「果樹」を中心とした農のある暮らしの推進のため施設の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役割の再整理

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名東谷山フルーツパーク ０８１ 施設数 1

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　果樹栽培の技術等の研究及び指導を行うとともに、市民に自
然に恵まれたレクリエーション活動の場の提供を目的としていま
す。

農家・市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C
  施設の設置目的を達成するために、農業を取り巻く環境の変化に沿った
農業公園の見直し検討を進めます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　都市農業に関する知識及び技術の普及啓発を行うとともに、
市民に花と緑に包まれたレクリエーション活動の場の提供を目
的としています。

農家･市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C

　施設の設置目的を達成するために、農業を取り巻く環境の変化に沿った
農業公園の見直し検討を進めます。
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達成

  農業センター・東谷山フルーツ
パークとの連携、「花と水稲」を中心
とした農とのふれあい・農のある暮ら
しを提案する拠点 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市みどりの協会

達成

管理運営体制 指定管理者

   農業センター・農業文化園との連
携、「果樹」を中心とした農とのふれ
あい・農のある暮らしを提案する拠
点

平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 （財）名古屋市みどりの協会
管理運営体制 指定管理者

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

面積　128,286.8㎡
世界の熱帯果樹温室1,326㎡、果樹園23,340㎡、く
だもの館658.6㎡、石ひろい池(つり池)17,084㎡、駐
車場5箇所その他

果樹栽培の技術等の研究・指導及び普及啓発
ｲﾍﾞﾝﾄの開催（3回､ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗまつり･ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾌﾙｰﾂ
ﾌｪｱ･秋のﾌﾙｰﾂﾌｪｱ)、講習会等の開催、展示会の
開催、朝市の開催、園芸相談

外 部 評 価

C
　施設利用者が農業振興という観点で利用しているものか疑問があります。都市農業の振興
施策の今後のあり方を再整理し、施設の設置目的、事業内容を見直す必要があります。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

面積　農業文化園25,780㎡・戸田川緑地20.35ha
農業科学館2,500㎡、ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ(温室）1,500㎡、
水車小屋20㎡、催しもの広場1,536㎡、花工場その
他  隣接施設：とだがわこどもランド

水稲と花きを中心とした農業技術の普及啓発及び
農業教育の実施
ｲﾍﾞﾝﾄの開催（３回、花まつり・秋まつり・洋ﾗﾝﾌｪｽ
ﾀ）、講習会等の開催、展示会の開催、朝市の開催

外 部 評 価

B

　農業文化の普及啓発や農業教育において有効な施設であると考えられます。都市農業の
振興施策の今後のあり方を再整理し、農業振興の拠点施設としての位置づけを高めてくださ
い。なお、普及啓発事業や農業教育については、農業ボランティアの活用や時代に即したメ
ニューの提供など、事業の活性化をはかる方策を検討してください。
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利用の促進

　 指定管理者制度を導入し、経費面及び利用促進面において、民間のノウハウを生か
した運営がされていますが、今後さらに、利用の促進を図るため、水の宇宙船への利用
者誘導について、「銀河のひろば」や「栄バスターミナル」との広報連携や誘導案内等を
充実していきます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名久屋大通公園（オアシス21） ０８４ 施設数 1

役割の再整理

平成19年度　３農業公園全体の見直し検討（役割の再整理）
　　　　　　役割：「畜産と野菜」を中心とした農とのふれあい・農のある
　　　　　　　　　暮らしを提案する拠点
平成20年度　見直し検討を踏まえ具体的な計画の策定
平成21年度～平成22年度　　「畜産と野菜」を中心とした農のある暮らしの
　　　　　　　　　　　　　推進のため施設の役割の再整理

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名農業センター ０８３ 施設数 1

指定管理者制
度の導入

　検討した結果、「指定管理者制度の導入」には取組まないこととしました。
【理由】
　当施設は、市民と協働し、緑地保全･環境共生を図るなど「荒池なごやかファーム」の中
心的な役割を果たす施設であり、また鳥インフルエンザなど家畜伝染病の発生時におけ
る防疫作業、関係機関との連絡調整など法定業務を担う役割も負っていることから、直営
管理を継続することが適当と考えています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　都市農業としての本市農業の振興とともに、「農」とのふれあい
の場、憩いの場の提供や市民の農業知識の普及向上を目的に
設置しました。

農家･市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C

　新たな市民の需要に応え、より効率的な施設運営を行なうため、指定管理
者制度の導入を検討します。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　都心の魅力の向上、賑わいの創出、憩いの場の提供を目的と
しています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
　　指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを生かした効率的な管理運営
を行っています。
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551,500人 平成19年度

目標値 目標年度

600,000人 平成21年度

　水の宇宙船の利用者の一層の増
加
　目標年次までに、利用者数
600,000人

水の宇宙船利
用者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名 栄公園振興（株）

達成 　

管理運営体制 指定管理者

   東谷山フルーツパーク・農業文
化園との連携、「畜産と野菜」を中
心とした農とのふれあい・農のある
暮らしを提案する拠点 平成２２年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

所管局 緑政土木局
ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制 市直営

―

　現行制度の下での運営改善

―

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

敷地面積　86,388㎡
施設　農業指導館(講習室、実習室、ﾚｽﾄﾗﾝ他)903
㎡、ｶﾞﾗｽ温室9棟1,845㎡、圃場5,600㎡、大家畜舎
324㎡、展示鶏舎286㎡

畜産と野菜を中心とした都市農業の技術研究・指導
及び農業知識の普及啓発
園芸･畜産の講習会、体験教室
(農業ボランティア活動支援事業、畜産振興事業等)

外 部 評 価

C

 　施設利用者が農業振興という観点で利用しているものか疑問があります。都市農業の振興
施設の今後のあり方を再整理し、施設の設置目的、事業内容を見直す必要があります。な
お、施設の管理運営にあたっては、民間活用の観点から、他の農業振興施設同様に、指定
管理者制度を活用し、より効果的で効率的な施設運営に努めてください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

地上公園　14,500㎡
水の宇宙船（大屋根）2,700㎡

公園施設として管理運営

外 部 評 価

B
　利用者が減少傾向であるため、利用促進のための方策を検討してください。
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A

防災知識の普及啓発施設として、また本市の防災拠点施設として極めて重
要な施設です。

　防災に関する知識の普及及び市民の防災意識の高揚を図る
防災・教育研修施設として設置されました。また、大規模災害発
生時には、災害応急活動の拠点として活用します。

市民

設 置 目 的 対 象

施 設 名

　市内の小・中学校に防災の学び場としてセンターを活用いただけるよう、カリキュラムや
プログラムを作成し広報します。また、地域への出張講座を増やすとともに、イベントに積
極的に参加し、今後も港防災センターの利用促進及び防災意識の普及啓発を図ってい
きます。

施設数

改革改善の取組み

1

利用の促進

検 討 区 分

０８５名古屋市港防災センター

施 設 概 要
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（ ）

外 部 評 価

B

　防災の重要性、疑似体験による普及、教育という施設の役割を考えると、年間５万人という
来館者数では、充分な目的を果たしているとはいえません。集客力の向上につながる取り組
みを検討してください。

地下1階地上3階（港区役所併設）
構造　鉄骨・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
延面積　2,728.91㎡（防災センター部分のみ）
1階　地震体験室、図書室、企画展示ｺｰﾅｰ、
　　   消防ﾍﾘの試乗体験
2階　伊勢湾台風を知る（再現映像）ｺｰﾅｰ、
       煙避難体験、消火体験、通報体験
3階　講習室、災害用備蓄倉庫

平成19年度来館者数　　56,256名
第26回名古屋市防災展  1回（参加者882名）
防災フェスタ2008 in みなと   1回（参加者492名）
防災講話                     128回（参加者3,336名）
防災教室                  48回（参加者883名）
サバイバル実習教室   33回（参加者449名）
出張講座                    11回（参加者455名）

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制

取組目標

　目標年度まで来館者数56,000人
の確保を目指します。

来館者数

指標めざす状態

平成22年度

56,256人 平成19年度

目標年度目標値

56,000人

消防局所管局
指定管理者

(財)名古屋市防災管理公社

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準値 基準年度 特記事項
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　本市内の高等学校教育は、県立・市立・私立の３者で協調して担われてい
ます。その中、本市では、生徒・保護者のニーズに応えるため、これまで昼
間定時制課程を開設したり、総合学科高校への改編を行ってきました。ま
た、定時制の募集停止等の改編も行いました。厳しい財政状況ですが、県
立や私立にはない、市独自の特色ある教育を行い、他には代え難い市立高
校とするよう更なる改善が求められます。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じた高等
普通教育及び専門教育を行うことを目的としています。

愛知県公立高等学校
入学者選抜募集要項
に規定された地区に居
住する生徒

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　標準的な幼児教育を行うために必要な施設ですが、定員等の見直しを検
討していく必要があります。

　幼児一人ひとりの発達の特性に応じた遊びを通しての総合的
な指導を行い、幼児の心身の発達を図ることを目的としていま
す。

満３歳から小学校就学
の始期に達するまでの
幼児

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

検 討 区 分

役割の再整理

　併設園について閉園等を進めます。

平成20年度　２園閉園
平成21年度　１園閉園予定

改革改善の取組み

施 設 名 施設数 27０８６市立幼稚園

市立高等学校施 設 名 ０８７ 施設数 14

　学力向上促進事業を始め、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールや目指せス
ペシャリストなど研究指定や学校評価等を活用しながら、各校が更に特色・魅力ある学校
づくりができるよう条件整備に努めます。

改革改善の取組み検 討 区 分

事業内容の改
善
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（ ）

（ ）

  文部科学省が定める学習指導要領に則り、地域
や学校の実態、生徒の特性を考慮し創意工夫を生
かして編成した教育課程を実施しました。

外 部 評 価

B

個々の学校の魅力づくり、差別化を図り、効果的な運営に努めてください。

設 備 ･ 規 模

市立商業高校の場合
　・敷地面積 29,516㎡　延床面積 16,814㎡
　・校舎棟、管理棟、商業実習棟、多目的ﾎｰﾙ棟、
    体育館兼講堂

外 部 評 価

C

　市域内には、私立幼稚園が多数設置されてきていることから、幼児教育施策における市立
幼稚園の役割も変化してきているといえます。幼児教育のあり方、市立幼稚園の役割、配置
計画を再整理してください。　なお、入園希望者の少ない園は、近隣の私立幼稚園の整備状
況に配慮しながら、順次廃止に向けた調整を進めてください。

事 業 内 容

第一幼稚園の場合
　・敷地面積 2,653㎡　延床面積 1,162㎡
　・保育室、遊戯室、職員室

　文部科学省が定める幼稚園教育要領に則り、幼
児の主体的な遊びを通して家庭では体験できない
社会、文化、自然に触れながら、人間形成の基礎を
培う教育を実施しました。

設 備 ･ 規 模

教育委員会所管局
市直営

目標値

めざす状態
　目標年次までに、高等学校生活
が充実していると思う高校生の割合
を70%までに高めます。

高等学校生活
が充実している
と思う高校生の
割合

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
到達段階

69%

市直営

取組目標

70%

所管局 教育委員会

基準年度

達成

特記事項指標
第３次行財政改革計画期間内の取組状況
基準値

事 業 内 容

到達年度 特記事項

ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

めざす状態
取組目標

目標年度
併設園の順次廃止
(平成21年度までに3園)

平成21年度

平成19年度

目標年度

平成22年度
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C

　管理運営も含めた今後の施設のあり方について検討する必要があります。

　市民の教養の向上と生活文化の振興を図るための学習の施
設として設置しました。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

  生涯学習センターは「現代的課題」「なごや学」「親学・青少年育成」「区の
独自枠」といった公共性の高い課題について講座を開設しているほか、自主
グループの自主開設講座の開設支援を行っています。また、講座以外で
も、市民の様々な学習、スポーツ、レクリエーションの場として、多くの市民に
有効に利用されています。今後も、より効果的・効率的な運営改善に努めて
いく必要があります。

　市民一人ひとりが、自らが持っている多様な学習ニーズを満た
すために、自由かつ自主的に学び、その成果を活かして活躍で
きるような施設として設置しています。

市民

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

 役割の再整理
(上汐田教育集
会所を除く16
館)

　生涯学習センターで実施している講座を福祉会館や児童館で実施することや、施設間
の広報活動の連携等により、より多くの市民にサービスを提供できるようするとともに、他
施設との講師等の情報交換を進め、サービスの質の向上を目指します。また、地域に根
ざした生涯学習を展開するため、コミュニティセンターでの学習活動ニーズの把握や学
習情報の提供など連携を図っていきます。

平成20年度　関係局による事業連携の調整・検討
平成21年度～着手・実施

施設数 1楠学習センター ０８９

廃止

　近隣代替施設の整備にあわせて、地元説明等関係各方面との調整を進め、廃止しま
す。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

施 設 名

検 討 区 分 改革改善の取組み

施設数 17施 設 名

改革改善の取組み

　指定管理者制度の導入の効果や課題等を検証するとともに、事業者の参入意向調査
など、必要な調査や調整を行った後に方針を決定します。

検 討 区 分

指定管理者制
度の導入(上汐
田教育集会所
を除く16館)

生涯学習センター ０８８
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

D

　空港周辺の航空騒音対策事業として、学区民の利用を目的に設置された施設ですが、国
際空港の移転に伴い当初の役割を終えているといえます。
　また、稼働率も低く、現在の施設規模、運営体制では費用効率は低い施設です。
　老朽化が進んでいることも考慮し、015「コミュニティセンター（市民経済局）」など、近隣代替
施設の整備に併せて、施設の廃止を検討してください。

設 備 ･ 規 模 事 業 内 容

 ・敷地面積 1,217.03㎡   ･延床面積 581.60㎡
 ・集会室1室、学習室1室、和室1室、子ども室1室

　共催講座（楠学区区政協力委員会）
　　和裁   44コマ      茶道   45コマ
　　華道   43コマ      剣道   51コマ

外 部 評 価

B
(上汐田教
育集会所)
C
(16館)

（生涯学習センター16か所）
　民間ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙの広がりに併せて行政と民間の役割分担を行い、講座内容を整理してき
た結果、現在では、生涯学習ｾﾝﾀｰが主催する講座の事業比率がかなり小さいものになって
います。今後は地域力向上の拠点施設として多角的に地域に貢献する施設となるよう努めて
ください。
　なお、施設の管理運営にあたっては、民間活用の観点から、指定管理者制度を導入する
など、より効果的・効率的な施設運営に努めてください。
（上汐田教育集会所）
　効果的・効率的な運営に努めてください。

事 業 内 容

瑞穂生涯学習センターの場合
　･敷地面積 2942.57㎡　延床面積 2397.47㎡
　･集会室4室(定員24～36人）、和室2室(定員各16人）、
   視聴覚室1室(定員60人）、美術室1室(定員24人）、
   料理室1室(定員36人）、体育室1室、駐車場19台

瑞穂生涯学習センターの場合
　・定期講座 24講座　受講者 559人
　・ｸﾞﾙｰﾌﾟ自主開設講座 11講座　受講者 97人
　・主催事業 37回　参加者 7,820人
利用状況　　　集会室等　体育室　 館外等　  計
　利用件数        4,988         916         22     5,926
　利用者数　    69,956     28,714    5,155  103,825

設 備 ･ 規 模

福祉会館、児童館との事業連携
コミュニティセンターの活用

平成21年度着手 達成

市直営

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

所管局 教育委員会

到達段階 到達年度 特記事項

廃止時期等
の公表

平成22年度

代替施設の整備後に廃止

平成23年度

平成22年度

所管局

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
特記事項到達段階

教育委員会

取組目標
めざす状態 目標年度

時期未定

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

　指定管理者制度導入も視野に入
れながら、より効果的・効率的な施
設運営を行います。

市直営

到達年度
指定管理者制
度導入の課題の
解決策や導入の
可否について方
針決定
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A
(鶴舞)
B
(その他)

  対象は子どもから高齢者までと幅広く、市民全体に利益が及ぶ施設です。
生涯学習の基幹施設として、今後ともより一層の市民サービスの向上と効率
的な運営に努め、市民のニーズに応えていく必要があります。

  図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一
般の利用に供し、その教養、調査研究、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等に資する
ことを目的としています。

市民

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　女性教育の振興のため、より効果的な事業展開を進める必要があります。

  女性教育の振興を図るため、女性の学習活動やグループ活
動の支援を行い、学習の場を提供する、女性の学習・交流・情
報の拠点として設置しています。

女性を中心とした市民

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

検 討 区 分 改革改善の取組み

事業内容の改
善

　携帯電話サイトによる蔵書検索や予約した図書の状況をいつでも電話確認できる情報
ダイヤルサービスなど利用者の利便性を向上させる新たなサービスを開始するとともに、
効果的・効率的な運営のために、運営業務の一部については外部委託化等を図りつ
つ、事業の充実に努めることで、利用者の満足度を高め、登録者１人あたりの貸出点数
の増加を図ります。

利用の促進

　「子ども読書活動推進計画」に基づき、保健所の乳幼児健診において本の読み聞かせ
を行うなど、多様な事業を展開することにより、子どもが本に触れ合う機会を増やし、図書
館の利用の促進を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

20施 設 名図書館 ０９１ 施設数

施 設 名 施設数 1

　女性教育を振興する学習の拠点施設としての役割を果たしつつ、施設の有効活用を
図ります。
　
平成20年度　男女平等参画推進センターとの連携を進めます。
　　①男女平等参画推進センターによる女性会館ホールの活用を図ります。
　　　（男女平等参画推進センター開館５周年記念事業の一部）
　　②男女平等参画推進センターと共催する事業（就労応援フェア）を女性会館の施設
　　　で実施します。
　　③「就労応援につながるブックフェア」を開催し、ライブラリーの活用を図ります。
平成21年度以降
　　平成20年度の効果を分析し、平成21年度以降も施設の有効活用を図ります。

検 討 区 分

役割の再整理

女性会館 ０９０

改革改善の取組み
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

B

  効果的・効率的な運営に努めてください。
　鶴舞中央図書館、千種図書館、瑞穂図書館、南陽図書館については、費用対効果が低い
ことから、運営経費の抑制、あるいは利用促進のための方策を検討してください。

事 業 内 容

鶴舞中央図書館の場合
　・敷地面積 8,800㎡　 延床面積11,286㎡
　・図書資料、視聴覚資料のほか、閲覧室、集会室等
　・図書資料1,145,302冊、視聴覚資料20,185点を保有

　・入館者数6,180,636人
　・図書貸出利用者数2,967,418人
　・館外貸出冊数10,548,526冊
　・おはなし会1,566回(39,217人）
　・ブックトーク&読み聞かせ558回（25,187人）
　・保健所連携86回（2,412人）
　・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ図書検索数1,488,099回（全館）

設 備 ･ 規 模

外 部 評 価

C

　他施設との役割分担等により事業の整理・縮小を進めてきた結果、現在の事業の規模と建
物の規模には乖離が生じています。002「男女平等参画推進センター（総務局）」へ施設の一
部を提供するなど、利用者の利便性に配慮し、施設の有効活用を図ってください。

事 業 内 容

 ・敷地面積 3,380.34㎡ 　･延床面積 5,730.50㎡
 ･大ﾎｰﾙ350席、研修室等17室(定員合計822人）

・主催講座　17講座（参加者528人）
・講演会等　16回開催（参加者2,008人）
・フェスティバル開催（参加者7,195人）
・図書資料室（利用者17,171人）
・学習相談事業（利用者195人）

設 備 ･ 規 模

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 基準年度 特記事項

　目標年次までに、平成19年度の
登録者１人あたり貸出点数を5%増
加させます。

登録者１人あた
り貸出点数

22点 平成19年度

目標値 目標年度

23点 平成22年度

649万人 平成22年度

基準年度 特記事項
　目標年次までに、平成19年度の
入館者数に対して、5%増加を目指
します。 入館者数

618万人 平成19年度

目標値 目標年度

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局

到達年度

達成

第３次行財政改革計画期間内の取組状況
特記事項到達段階

所管局 教育委員会

取組目標
めざす状態 目標年度

平成20年度着
手

管理運営体制
ｶｯｺ内は指定管理者名

男女平等参画推進センターとの連
携による施設の有効活用

市直営
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A

　東海地方を代表するスポーツ施設として、スポーツや文化の振興に多大な
貢献を果たしています。また、スポーツセンターとしての機能も備え、生涯ス
ポーツ推進の拠点としての役割を果たしています。

  市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにするとともに、文化の振興を図
ることを目的としています。

市民

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

利用の促進

　利用促進やリピーター増を図るため、指定管理者と協力して下記の取組みを実施し、
利用促進効果の検証と必要な改善を行います。
　・アマチュアスポーツ利用の誘致
　・定期券の販促やアメニティの向上　等

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名総合体育館（日本ガイシ スポーツプラザ） ０９２ 施設数 1
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（ ）

外 部 評 価

B

　国際的な大会、イベント誘致のためのコンベンション施設として、市を代表する非常に重要
な施設です。国内、国外からの事業誘致を中心とした柔軟な施設運営が図られるよう、現状
どおり、指定管理者との連携による管理運営が望ましい施設といえます。
　平成16年度の利用料金制導入後、順調に稼働率、利用者数ともに増加してきていますの
で、引き続き事業誘致、空室利用の促進等に努め、効率的な運営を進めてください。

事 業 内 容
敷地面積 117,576.08㎡　延床面積 48,883.77㎡ 　駐車場
1,699台分
　・日本ｶﾞｲｼﾎｰﾙ 3,646㎡（観客席10,000席）
　　 第2競技場1,638㎡　　第3競技場826.5㎡
　　 ｱｰﾁｪﾘｰ場90m×30m　25m温水ﾌﾟｰﾙ 等
　・日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ
　　 競泳50m×10ｺｰｽ（夏季・公認）・飛込（夏季・公認）
 　　ｱｲｽﾘﾝｸ（冬季）　 弓道場（近的・遠的）　会議室
　　 50m温水ﾌﾟｰﾙ(公認)8ｺｰｽ 宿泊研修室　等
　・日本ｶﾞｲｼﾌｫｰﾗﾑ
　　 ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ851.2㎡ 研修室　ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室　等

　ホール等の貸し出しやプール等の運営の他、水
泳教室、シンクロナイズドスイミング教室、アーチェ
リー教室、弓道教室、スケート教室などの主催講座
等を開催しました。

設 備 ･ 規 模

188,522人 平成19年度

目標値 目標年度

202,000人 平成22年度

　目標年次までに、個人利用者数
202,000人を目指します。

個人利用者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 特記事項基準年度

所管局 教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市教育スポーツ振興事業団
管理運営体制 指定管理者
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　主に各種競技大会等の開催の場として広く利用され、スポーツ振興に貢献
しています。今後も指定管理者制度等の運用により、より多くの市民利用及
び満足度の向上に向けたサービス改善をしていく必要があります。

  市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民
施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A

　県下唯一の第1種公認陸上競技場として、多くの重要な陸上競技大会等
を開催するとともに、個人利用施設としての機能も備えており、生涯スポーツ
推進の拠点としての役割を果たしています。

  市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

利用料金制度
の導入

　次回指定管理者を指定する平成24年度からの利用料金制度導入を目指します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　効率的な施設利用を促進するため、指定管理者と協力して下記の取組みを実施し、利
用促進効果の検証と必要な改善を行います。
　・面単位での空き状況を適確に確認し、利用者へ情報を提供　等

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名名古屋市体育館 ０９４ 施設数

利用料金制度
の導入

　現行導入しているプール・トレーニング室等の市内同一料金、共通券利用などの課題
解決を前提に、平成26年度からの利用料金制度導入を目指します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　利用の促進を図るため、指定管理者と協力して下記の取組みを実施し、利用促進効果
の検証と必要な改善を行います。
・施設利用競技団体からの情報収集による大会誘致
・地域スポーツ団体等との連携事業の開拓　等

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名瑞穂運動場 ０９３ 施設数

－264－

（ ）

（ ）

外 部 評 価

B

　利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工夫を発揮できるような条件整
備に努めてください。

事 業 内 容

・敷地面積 5,386.60㎡　延床面積 4,330㎡
　駐車場49台分
・競技場 45m×36m(観覧席908席）　会議室１室

　施設の貸し出しの他、テニス教室、太極拳教室、膝肩
腰の機能改善教室、親子トリム＆エアロ、バウンドテニス
教室などの主催講座を開催しました。

設 備 ･ 規 模

外 部 評 価

B

　全国的な大会、イベント誘致のためのコンベンション施設として、市を代表する非常に重要
な施設です。国内、国外からの事業誘致を中心とした柔軟な施設運営が図られるよう、現状
どおり、指定管理者との連携による管理運営が望ましい施設といえます。
　近年、順調に利用者数が増加してきていますが、引き続き事業誘致、空室利用の促進等に
努め、効率的な運営を進めてください。
　なお、国際的な大会を開催できる施設の基準を満たしていないため、再整備の必要性につ
いて検討してください。

事 業 内 容

 ･敷地面積 243,480㎡　 駐車場808台分
 ・陸上競技場（第一種公認33,386.88㎡　観覧席27,050
　席）、北陸上競技場（第三種公認19,820.82㎡）
 ・田辺陸上競技場、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場、相撲場、屋内・屋
　外ﾌﾟｰﾙ（25m）
 ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場、ﾗｸﾞﾋﾞｰ練習場、野球場、ｱｰﾁｪﾘｰ場、弓道
　場
 ・ﾃﾆｽｺｰﾄ（ﾃﾆｽ･ｿﾌﾄﾃﾆｽ両用)、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、宿泊研修
  室 等

　陸上競技場を始めとした施設の貸し出し、プー
ル・トレーニング室等の運営の他、陸上教室、ラグ
ビー教室、サッカー教室、水泳教室、テニス教室等
を開催しました。

設 備 ･ 規 模

到達年度 特記事項
利用料金制度の導入

平成24年度 条例改正 平成22年度

目標年度

100% 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに、競技場の利用
率100%達成を目指します。

競技場の利用
率

96.6% 平成19年度

目標値

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 シンコースポーツ（株）

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

到達年度 特記事項
利用料金制度の導入

平成26年度 ―

目標年度

①68%
②173,000人

平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに、陸上競技場の
利用率68%、個人利用者数173,000
人を目指します。

①陸上競技場
の利用率
②個人利用者
数

①60.4%
②155,972人

平成19年度

目標値

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市教育スポーツ振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C

　スポーツに対する必要性や需要が高まる中、水に親しむ場としてのプールの必要
性は高いと言えます。特に学童からの人気が非常に高い施設です。しかしながら、
老朽化が進行しており、安全性等の見地から適切な対応が必要です。
　今後も指定管理者制度等の運用により、より多くの市民利用及び満足度の向上
に向けたサービス改善がなされるよう努力する一方、老朽化したプールについて
は、順次廃止していく計画を策定する必要があります。

  市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民
施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　マイ・スポーツ推進プランに基づき、各区に地域のスポーツ推進の拠点となる施
設づくりを進めています。
　需要が高まる中、競技大会等が開催できる競技場施設、プール等の個人利用施
設等、幅広いニーズに対応することで、スポーツ振興に貢献しています。
　今後も指定管理者制度等の運用により、運営改善に努めることが必要です。

　市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

役割の再整理

　検討した結果、「役割の再整理」には取組まないこととしました。
【理由】
　当施設には、民間施設でまかなえないニーズが見込まれることから、競技場施設のほ
か、プール･トレーニング室等の個人利用施設は、当面現状どおり運営していく必要があ
ると考えています。

検 討 区 分

廃止
平成20年度～　順次廃止

改革改善の取組み

13施 設 名冷水プール ０９６ 施設数

利用料金制度
の導入

　現行導入しているプール・トレーニング室等の市内同一料金、共通券利用などの課題
解決を前提に、露橋･稲永･天白･北･千種･東は平成24年度、その他のスポーツセンター
は平成26年度からの利用料金制度導入を目指します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　新規利用やリピーター増を図るため、指定管理者と協力して下記の取組みを実施し、
利用促進効果の検証と必要な改善を行います。
　・保健所や区役所などの公的機関との連携事業やPRの拡大
　・施設設備、スポーツ教室の充実によるサービス向上等

検 討 区 分 改革改善の取組み

12施 設 名スポーツセンター ０９５ 施設数
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

D

　095「スポーツセンター」や097「温水プール」など、代替となる施設が多く整備されてきてい
ることから、老朽化したプールについては、早急に廃止計画を策定してください。

事 業 内 容

　・練習用プール 25m×5～9コース
　・幼児用プール 　等

　プールの運営の中で、無料開放日の開催、宝探し・
ゲーム大会の他、水泳教室・ワンポイントアドバイス、水
泳記録会、アクアビクス、ウォーキング講座、救急講習会
等の主催事業を実施しました。

設 備 ･ 規 模

外 部 評 価

C

　競技場は満室に近い稼働率であり、必要性の高い施設です。
　しかし、プール、トレーニング室については、民間事業者が設置している代替施設が多く、その設置
数も増加傾向にあるため、市の関与は最低限にとどめるべきです。
　また、管理運営にあたっては、利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工夫を発
揮できるような条件整備に努めるとともに、プール、トレーニング室の開館時間の見直しなど利用促進
につながる工夫をしてください。

事 業 内 容
　・第1競技場 1,146～1,620㎡　第2競技場（露橋除く）　420～
    770㎡
　・屋内ﾌﾟｰﾙ（稲永除く）：温水25m×4～6ｺｰｽ 幼児用ﾌﾟｰﾙ等
  ・軽運動室（露橋除く）   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室
  ・会議室　　等

　競技場等の貸し出し、プール等の運営のほか、水
泳教室、エアロビクス・体操教室、エクササイズ、テ
ニス等の主催講座を実施しました。

設 備 ･ 規 模

現状の利用形態における運営改善

― ―

達成
順次廃止

平成20年度着手

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市教育スポーツ振興事業団　他
管理運営体制 指定管理者

所管局

到達年度 特記事項
利用料金制度の導入

平成24年度
平成26年度

一部条例改正 平成22年度

露橋･稲永･天白･
北･千種･東

目標年度

1,715,000人 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに、個人利用者数
1,715,000人達成を目指します。

個人利用者数

1,567,090人 平成19年度

目標値

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市教育スポーツ振興事業団　他

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
  気軽にテニスを楽しむための場として、有効に活用されています。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

  市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　スポーツに対する必要性や需要が高まる中、水泳・水中ウォーキング等、
健康づくりの場としてのプールの必要性は高いと言えます。
　今後も、利用者数の増加や利用者の満足度の向上に向けた業務改善を
図るとともに、適切な運営管理がなされるよう努力していく必要があります。

　市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

利用料金制度
の導入

　検討した結果、「利用料金制度の導入」には取組まないこととしました。
【理由】
　本施設の敷地は、営利目的の運営を行わないことを条件に、国有財産の無償貸与を
受けているため、利用料金制度は行えません。

検 討 区 分 改革改善の取組み

役割の再整理

　清掃工場の余熱利用による地元還元という施設設置の経緯をふまえつつ、今後の清
掃工場の整備計画や施設の老朽化、区内代替施設の状況を考慮し、各施設のあり方を
決定します。

利用の促進

　利用の促進を図るため、指定管理者と協力して下記の取組みを実施し、利用促進効果
の検証と必要な改善を行います。
・広報誌やホームページ等による施設のPRを実施等

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名名城庭球場 ０９８ 施設数

利用料金制度
の導入

　現行導入しているプール・トレーニング室等の市内同一料金、共通券利用などの課題
解決を前提に、平成26年度からの利用料金制度導入を目指します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　新規利用の促進を図るため、指定管理者と協力して下記の取組みを実施し、利用促進
効果の検証と必要な改善を行います。
　・学校関係や地域子どもサークルへのPR活動の充実　等

検 討 区 分 改革改善の取組み

5施 設 名温水プール ０９７ 施設数
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

B
　利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工夫を発揮できるような条件整
備に努めてください。

設 備 ･ 規 模

　・敷地面積 17,622㎡　 駐車場22台分
　・テニスコート15面（観覧席付１面・観覧席700席）

外 部 評 価

C

　利用者数が減少傾向にあることから、他の類似施設の配置状況に配慮しながら、関係局と
も調整を図りつつ、今後のあり方を整理してください。
　なお、管理運営においては、利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工
夫を発揮できるような条件整備に努めてください。

事 業 内 容

 ・屋内温水プール：練習用　25m×5～6ｺｰｽ(南陽ﾌﾟｰﾙ
　　のみ50m×4.5ｺｰｽ)、幼児用ﾌﾟｰﾙ　等
 ・トレーニング室（南陽プールのみ）
 ・軽運動室（南陽プールのみ）
 ・体育室（富田北プールのみ）

　プール等の運営の他、水泳教室、水中ウォーキン
グ教室、アクアビクス、親子トリム＆エアロ、卓球教
室、体操教室等の主催講座を開催しました。

設 備 ･ 規 模

―

81% 平成22年度

基準年度

現行制度の下での運営改善

―

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

―

事 業 内 容

テニスコートの貸し出し

施設設置の経緯や施設の老朽化
等をふまえた施設のあり方の決定 時期未定

特記事項

74.0% 平成19年度

目標値 目標年度

　目標年次までに、利用率81%達成
を目指します。

利用率

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市教育スポーツ振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

到達年度 特記事項
利用料金制度の導入

平成26年度 ―

目標年度

343,000人 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに、個人利用者数
343,000人達成を目指します。

個人利用者数

299,033人 平成19年度

目標値

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市教育スポーツ振興事業団　他

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C

　テニスコートやプール等屋外施設を中心とした施設としてスポーツ振興に
貢献していますが、平成２２年度の守山スポーツセンター開館に向け、施設
のあり方について検討していく必要があります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

  市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　スポーツに対する必要性や需要が高まる中、サッカー大会等のできる芝生
フィールド場としての需要に応えています。今後も、市民利用増及び満足度
向上に向けたサービス改善を図っていく必要があります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民

検 討 区 分

機能の縮小

　守山スポーツセンター開館後のあり方を検討し、競技場、軽運動室兼会議室、トレーニ
ング室といった守山スポーツセンターと重複する機能について、22年度以降、再整理に
着手します。

改革改善の取組み

1施 設 名志段味スポーツランド １００ 施設数

利用料金制度
の導入

　次回指定管理者を指定する平成24年度からの利用料金制度導入を目指します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　利用の促進を図るため、指定管理者と協力して下記の取組みを実施し、利用促進効果
の検証と必要な改善を行います。
・近隣の企業・高等学校等への利用勧誘　等

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名港サッカー場 ０９９ 施設数 1
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

C

　平成２２年度に守山スポーツセンターが開館することから体育館施設等については廃止が
適当です。今後は、少年野球場を中心とした施設のあり方について検討してください。

設 備 ･ 規 模

　・競技場 34×32ｍ　・会議室（兼軽運動室）80㎡
　・トレーニング室200㎡
　・庭球場14面（ﾃﾆｽ･ｿﾌﾄﾃﾆｽ両用）
　・少年野球場　8,900㎡
  ・屋外プール
　　練習用ﾌﾟｰﾙ50ｍ×7ｺｰｽ、
　　学童用ﾌﾟｰﾙ15ｍ×10ｍ、幼児用ﾌﾟｰﾙ120㎡、
　　流水ﾌﾟｰﾙ延長180ｍ×幅6ｍ、
　　ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ2基（68ｍ・53ｍ）、子供ﾌﾟｰﾙ93㎡

外 部 評 価

B

  利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工夫を発揮できるような条件整
備に努めてください。

設 備 ･ 規 模

 ・敷地面積 36,722㎡ 駐車場60台分
 ・ﾌｨｰﾙﾄﾞ(天然芝）146×83m（観覧席20,000席）
 ・会議室　1室

事 業 内 容

　施設の貸し出しの他、ふれあいサッカー広場等の
主催事業を開催しました。

事 業 内 容

　施設の貸し出しの他、エアロビクス教室、太極拳
教室等を開催しました。

達成

守山スポーツセンターと重複する機
能の整理 平成22年度着

手

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 ㈱JPN
管理運営体制 指定管理者

所管局

到達年度 特記事項
利用料金制度の導入

平成24年度 条例改正 平成22年度

目標年度

100% 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに、利用率100%達
成を目指します。

利用率

91.4% 平成19年度

目標値

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市教育スポーツ振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B
　多彩なスポーツ活動の場としてスポーツ振興に貢献していますが、今後も
運営改善を検討していく必要があります。

　市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

C

   レクリエーション等の場としてスポーツ振興に貢献していますが、交通の便
の問題があり、名古屋市民の利用が伸びていません。今後の施設のあり方
を検討する必要があります。

  市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

利用料金制度
の導入

　同時期に指定管理者を指定する他のスポーツ施設と合わせて、平成26年度からの利
用料金制度導入を目指します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　利用の促進を図るため、指定管理者と協力して下記の取組みを実施し、利用促進効果
の検証と必要な改善を行います。
　　　・同区内の北ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰとの休館日の違いなどの利用者へのPRによる相互利用
　　　　の促進　等

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名黒川スポーツトレーニングセンター １０２ 施設数

検 討 区 分

廃止
　本市施設を廃止のうえ、武豊町に施設を売却します。

改革改善の取組み

1施 設 名武豊野外活動センター １０１ 施設数
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

B
  利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工夫を発揮できるような条件整
備に努めてください。

事 業 内 容

　・延床面積　4,046.88㎡
　・トレーニングサウナ室：トレーニング室　368.29
㎡、ｻｳﾅ･浴室(男76.63㎡･女67.79㎡)、 ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｺｰ
ｽ80m
　・軽運動室204.71㎡

　施設の貸し出しの他、太極拳、ヨガ、フラダンス、ピ
ラティス、親子体操、キッズエアロ等の主催事業を実
施しました。

設 備 ･ 規 模

外 部 評 価

D

　施設利用者に占める名古屋市民の割合は低く、また、利用状況も低下傾向にあることか
ら、引き続き市が設置する必要性は低いといえます。
　現在検討中の、武豊町への売却に向けて、早急に廃止の方向で調整を進めてください。

事 業 内 容

 ・敷地面積　約208,000㎡
 ・庭球場　4面（テニス・ソフトテニス両用)
 ・野球場　1面
 ・キャンプ場　25テント(最大収容人数200名）
 ・その他施設
　　フィールドアスレチック
　　芝生広場 約4,500㎡　サークル広場 約700㎡
　　散策路　総延長　約１km（ハイキングコース）

　施設の貸し出しの他、みかん狩り＆バーベキュー
を実施しました。

設 備 ･ 規 模

到達年度 特記事項
利用料金制度の導入

平成26年度 ―

目標年度

60,000人 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに、個人利用者数
60,000人達成を目指します。

個人利用者数

58,881人 平成19年度

目標値

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市教育スポーツ振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局

―
　武豊町との合意
が必要

廃止、売却
時期未定

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階 到達年度 特記事項

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市教育スポーツ振興事業団
管理運営体制 指定管理者

所管局
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A
　引き続きこの地方を代表する歴史博物館として運営することが適当です。

　歴史、考古、民俗及び美術工芸に関する資料を収集し、保管
し、展示し、及び教育的配慮のもとに一般市民の利用に供し、
その教養の向上、調査研究等に資するとともに、これらの資料に
関する調査研究を行なうことを目的としています。

市民をはじめ観光客、
小学生等

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　スポーツに対する必要性や需要が高まる中、スポーツ振興に貢献していま
すが、今後もより多くの市民利用及び満足度の向上に向けたサービス改善
を検討していく必要があります。

  市民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しみ、健
康な生活を送ることができるようにすることを目的としています。

市民
施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

利用の促進

　魅力ある展覧会を企画・誘致するとともに、マスコミ等と連携して広報宣伝に努めるとと
もに、体験学習や学校教育との連携により利用者の増加に努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名名古屋市博物館 １０４ 施設数

利用料金制度
の導入

　次回指定管理者を指定する平成24年度からの利用料金制度導入を目指します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

利用の促進

　利用の促進を図るため、指定管理者と協力して下記の取組みを実施し、利用促進効果
の検証と必要な改善を行います。
　　・近隣サークル等への営業活動
　　・名東スポーツセンター等と連携した効果的な広報　等

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名上社レクリエーションルーム １０３ 施設数
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

B
　恒常的な集客力の向上につながる取り組みを検討してください。

事 業 内 容

　・敷地面積 15,100㎡ 　延床面積 18,451㎡
　・特別・部門展示室 963㎡ 常設展示室 1,867㎡
  　ｷﾞｬﾗﾘｰ8室1,616㎡
　・講堂（定員238名）　収蔵部門 3,187㎡
  　駐車場 70台収容

特別展、常設展等の開催、資料の収集・研究、ギャラ
リーの貸し出しなどを行っています。
　＜平成１9年度開催の展覧会＞
　・特別展(共催展)　本丸御殿の至宝
　・特別展(共催展)　開館３０周年記念　からくり「見る・作
　　る・遊ぶ」
　・特別展(共催展)　開館３０周年記念　大にぎわい城下
　　町名古屋
　・特別展(共催展)　トプカプ宮殿の至宝展
　・特別展(共催展)　開館３０周年記念　茶人のまなざし
　・企画展　城からのぞむ　尾張の戦国時代
　・企画展(共催展)　知られざる志段味古墳群の実像
　・くらしのうつりかわり

設 備 ･ 規 模

外 部 評 価

B

　利用料金制度を活用するなど、指定管理者が充分に創意工夫を発揮できるような条件整
備に努めてください。

事 業 内 容

　・延床面積　　　　　　948.63㎡
　・軽運動室（２室）　　400.51㎡
　・軽運動室兼会議室　85.63㎡

　施設の貸し出し

設 備 ･ 規 模

40万人 平成22年度

基準年度 特記事項
　目標年次までに利用者の過去5
年平均の1割増加を目指します。

利用者数

36万人
平成14年度
～

平成18年度
目標値 目標年度

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局

到達年度 特記事項
利用料金制度の導入

平成24年度 条例改正 平成22年度

目標年度

100% 平成22年度

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 目標年度 到達段階

基準年度 特記事項
　目標年次までに、軽運動室等の
利用率100%達成を目指します。

軽運動室等の
利用率

89.0% 平成19年度

目標値

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名 (財)名古屋市文化振興事業団

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 指定管理者
所管局
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

B

　地域にゆかりのある施設として有効に運営されていますが、更なる魅力アッ
プのための運営改善が必要です。

  現在の本市中村区に生まれ、戦国時代に活躍した豊臣秀吉と
加藤清正を記念して当地に設置しています。彼らの生涯をわか
りやすく紹介することを通して、戦国時代の歴史をわかりやすく
紹介することを目的としています。

歴史、特に秀吉・清正
の活躍した戦国時代に
興味のある市民、観光
客、小・中学生

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A
　市民のための文化遺産を保存利用する施設として有効に運営されていま
す。

　尾張徳川家の旧蔵書を中心に和漢の古典籍を収集・保管し、
閲覧利用に供し、徳川美術館との連携による展示を企画開催す
ることにより、市民の教養の向上、調査研究に資するとともに、資
料に関する調査研究を行うことを目的としています。

歴史・文化に興味関心
のある市民、研究者、
観光客

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

検 討 区 分 改革改善の取組み

運営体制の見
直し

　秀吉清正を中心とした、戦国時代の小説も含めた図書と記念館資料との共同PRなどの
広報業務の連携を行うとともに、本館である博物館との応援体制を含めた連携の強化に
より、職員体制の見直しを進めます。

利用の促進

　小中学生向けのプログラムの魅力アップを図り、学校教育との連携などにより利用者の
増加に努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名名古屋市秀吉清正記念館 １０６ 施設数

利用の促進

　近代武家文化をテーマとしたイベントなどの芸術文化性の高い催しの共催や、徳川
園、徳川美術館との共同広告、自館の広告の中で他施設の情報も取り扱う協調広告な
ど、他施設と連携した魅力ある企画・広報により利用者の増加に努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名名古屋市蓬左文庫 １０５ 施設数 1
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

C

　隣接する091「(中村)図書館」あるいは009「(中村)文化小劇場（市民経済局）」との一体管理
により、効率的な施設運営が可能になると思われます。関係局・課と調整を図りながら、業務
統合を検討してください。併せて、博物館分館としてのあり方の検討をしてください。

事 業 内 容

　延床面積　721.21㎡
　展示室 293㎡　　収蔵庫 81㎡

　＜平成１９年度特別陳列等＞
　・特別陳列　「浮世絵にみる戦国武将」(入場者3,825
　　人)
　・パネル展　「四国の城」など
　・特集展示　「戦国武将　加藤清正」など
　・常設展

設 備 ･ 規 模

外 部 評 価

B
　080「徳川園（緑政土木局）」と連携した企画などにより、集客力の向上につながる取り組み
を検討してください。

事 業 内 容

　延床面積 3，003㎡　建築規模２階建
　展示室589㎡　ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ120㎡　閲覧室296㎡
　講座室59㎡
　書庫804㎡　ﾌｲﾙﾑ庫56㎡　蔵書数11万冊

　＜平成１９年度の展覧会＞
 ・特別展
　　尾張の殿様物語、王朝の精華・石山切
 ・企画展
　「城下町のお寺　相応寺・絵画、書物に見る熱田の歴
　史と文化」、「江戸の中国趣味、城と構造」、「絵手本・
　雛形、駿河御譲本」、「大名家の儀礼、尾張藩士の世
　界」、「姫君のよそおい、大名屋敷」

設 備 ･ 規 模

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 特記事項

　正規職員、嘱託員の総人員3名
体制を目指します。

総人員

4名 平成20年度

目標値

40,000人

基準年度

目標年度

3名 平成22年度

平成22年度

基準年度 特記事項
　目標年次に入館者数の１割増を
目指します。

入館者数

36,041人 平成19年度

目標値 目標年度

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局

24万人 平成19年度

目標値 目標年度

26万人 平成22年度

　目標年次までに、利用者数26万
人の目標値達成を目指します。

利用者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 特記事項基準年度

所管局 教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名

管理運営体制 市直営
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A
　引き続き、集客性を高めながら、効率的な運営に努める必要があります。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　文化の香り高いまちを実現するための中心施設として市民に
広く美術の鑑賞の場と学習の機会を提供し、併せて地域社会の
美術活動の振興と芸術・文化の発展に寄与するとともに、国内
外に広く開かれた美術館として名古屋の文化を情報発信するこ
とを目的としています。

市民はじめ、児童・生
徒等

平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A
　市民活動から生まれた施設であり、郷土の歴史を学ぶ生涯学習の場として
重要です。

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

　見晴台遺跡を始め市内に散布する遺跡の埋蔵文化財を発掘
し、それらの資料を収集、保管、展示して教育的配慮のもとに一
般市民の利用に供し、その教養の向上などに資するとともに、こ
れらの資料に関する調査研究を行うことを目的としています。

市民及び埋蔵文化財
等考古学に関心のある
方

利用の促進

　幅広い市民に魅力ある特別展を紹介することに努力する一方で、子どもから高齢者の
方まで幅広い層を対象とした教育普及事業の充実を図ります。また、情報誌やホーム
ページなどを効率的に活用し、展覧会や各種事業の積極的な広報に努めます。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名名古屋市美術館 １０８ 施設数 1

利用の促進

　団体利用の促進を図るため、小学校のみならず中学校へも呼びかけを行うとともに、区
役所や地元商店街などと連携し、合同事業を企画することなどを内容とした利用促進計
画を策定し、実施します。

検 討 区 分 改革改善の取組み

施 設 名名古屋市見晴台考古資料館 １０７ 施設数 1
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（ ）

（ ）

外 部 評 価

B
　恒常的な集客力の向上につながる取り組みを検討してください。

設 備 ･ 規 模

・敷地面積 10,509.125㎡　延床面積 7,232.41㎡
・常設展示室3室、企画展示室2室、展示ﾎｰﾙ、
  講堂(定員180人）、図書室

外 部 評 価

B
　効果的・効率的な運営に努めてください。

設 備 ･ 規 模

・本館：建築面積672㎡、延床面積1,381㎡
・分室：軽量鉄骨造平屋建、建築面積148㎡
・住居跡観察舎（緑政土木局所管）：鉄骨造平屋
　建、建築面積365㎡

事 業 内 容
＜平成１９年度＞
・展示会５回：見晴台遺跡展、企画展「みはらしだいと市内遺
　跡発掘展」、同「バスに揺られて遺跡めぐり展Ⅰ」、同「みは
　らしだいと高蔵遺跡展」、 特別展「南区　２万年のあゆみ」
・見晴台遺跡市民参加発掘調査（7/18～8/19、140名延べ
　429人参加）
・朝日遺跡始め13箇所延べ15回の市内遺跡発掘調査
・展示説明会、映画会等の開催28回
・館報「みはらし」、年報、発掘調査報告書等の刊行

事 業 内 容

・常設展（平成19年度：展示替年3回、常設企画展
　4回 84,491人）
・特別展（平成19年度：4回　187日間　268,048人）
・教育普及事業（講演会、ｺﾝｻｰﾄ、図書室など：平
　成19年度21,321人）

30万人
平成17年度
～

平成19年度
目標値 目標年度

33万人 平成22年度

　目標年次までに、過去3年平均の
1割を超えることを目指します。

入館者数

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値 特記事項基準年度

所管局 教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名

目標年度

37,300人 平成22年度

管理運営体制 市直営

特記事項基準年度
　目標年次までに、平成19年度の
入館者数に対して6%増加を目指し
ます。 入館者数

35,181人 平成19年度

目標値

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局
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平 成 19 年 度
行 政 評 価

市 評 価

A
　引き続き効率的な運営と施設の整備を進めることが適当です。

　近代科学に関する知識の普及啓発を目的としています。 観光客を含めた一般市
民（小中学生向けの事
業展開に重点を置く。）

施 設 概 要

設 置 目 的 対 象

利用の促進

　科学館に期待する展示・事業について、利用者や学識経験者等の意見を聞き、事業
等に反映させるとともに、平成22年度完成予定の新館において新たに整備する専用の
企画展示室を活用し、年間を通して常に新しい企画を提供し魅力の向上を図るほか、科
学館の展示や事業の広報を一層行うことにより、県内外からの来館者の増加につなげま
す。また、修学旅行や校外学習利用など、学校・団体を中心に誘致強化を図ります。

検 討 区 分 改革改善の取組み

1施 設 名名古屋市科学館 １０９ 施設数
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（ ）

外 部 評 価

B
　恒常的な集客力の向上につながる取り組みを検討してください。

事 業 内 容

・敷地面積 8,799.03㎡　 延床面積 21,686㎡
・展示室14室 7,162㎡　 特別展示室1室 546㎡
  ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ450席
・ｻｲｴﾝｽﾎｰﾙ 340席、実験室等2室、
  学習室、情報資料室

＜平成１９年度＞
・常設展　296日間開館 　483,098人観覧
　うちﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 1,319回　250,848人観覧
・特別展　98日間開催　 135,858人観覧
・教育普及事業：市民観望会、電子工作教室等
　26事業 125回 32,548人が参加
・大学、関係機関等との連携事業

設 備 ･ 規 模

目標年度

(100万人) (平成23年度)

特記事項基準年度
　現在、平成22年度完成を目指し
て改築を進めているところであるた
め、新館を使っての事業展開が通
年で可能となる平成23年度を目標
年次とし、誘致広報体制を強化し、
年間来館者100万人を目指します。

入館者数

61万9千人 平成19年度

目標値

教育委員会
ｶｯｺ内は指定管理者名

取組目標 第３次行財政改革計画期間内の取組状況
めざす状態 指標 基準値

管理運営体制 市直営
所管局
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